
－（1）－ 

令和６年１２月１０日（火曜日） 

○議事日程（第１号） 

令和６年１２月１０日（火）午前１０時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問（別紙のとおり） 

日程第 ６ 同意第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東

庄町一般会計補正予算（第４号）） 

日程第 ８ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東

庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第３

号）） 

日程第 ９ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額

の決定及び和解について） 

日程第１０ 議案第３８号 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて 

日程第１１ 議案第３９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第１２ 議案第４０号 東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第１３ 議案第４１号 東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること

について 

日程第１４ 議案第４２号 東庄町過疎地域持続的発展計画の変更について 

日程第１５ 議案第４３号 町道路線の廃止について 

日程第１６ 議案第４４号 町道路線の認定について 

日程第１７ 議案第４５号 財産の取得について（追認） 

日程第１８ 議案第４６号 令和６年度東庄町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１９ 議案第４７号 令和６年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第



－（2）－ 

３号） 

日程第２０ 議案第４８号 令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２１ 議案第４９号 令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第４号） 

日程第２２ 議案第５０号 令和６年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第５１号 令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 陳情第 １号 訪問介護基本報酬の引き上げと介護報酬の再改定を早

急に求める陳情 

日程第２５ 休会の件 

○本日の会議に付した案件 

 議事日程のとおり 

○出席議員（１４名） 

           １番 海 宝 和 宏 君 

           ２番 渡 邊 幸 江 君 

           ３番 前 田 君 江 君 

           ４番 岩 井 弘 晃 君 

           ５番 越 川 良 男 君 

           ６番 栁 堀   忠 君 

           ７番 桜 井 荘 一 君 

           ８番 宮 澤   健 君 

           ９番 大 網 正 敏 君 

          １０番 佐久間 義 房 君 

          １１番 高 木 武 男 君 

          １２番 鈴 木 正 昭 君 

          １３番 山 崎 ひろみ 君 

          １４番 板 寺 正 範 君 

○欠席議員 

 な  し 

○出席説明員（１４名） 



－（3）－ 

    町 長 岩 田 利 雄 君 

    副 町 長 向 後 喜一朗 君 

    監 査 委 員 平 山   茂 君 

    総 務 課 長 堀 江 弘 之 君 

    企画財政担当課長 加 瀬 博 子 君 

    町 民 課 長 香 取 康 成 君 

    ま ち づ く り 課 長 鈴 木 秀 樹 君 

    健 康 福 祉 課 長 布 施 光 規 君 

    会 計 管 理 者 堀 江 香 澄 君 

    病 院 事 務 長 渡 辺 佳 則 君 

    農業委員会事務局長 前 田 泰 孝 君 

    教 育 長 石 橋 宏 克 君 

    教 育 課 長 宇ノ澤   修 君 

    生涯学習担当課長 郡   伸 明 君 

○出席事務局員（３名） 

    事 務 局 長 伊 藤 雅 晃 

    次 長 向 後 順 子 

    副 主 査 白 石 直 人 



－1－ 

（午前１０時００分 開会） 

議長（板寺正範君） 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから、令和６年１２月東庄町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、７番 桜井荘一君、１

番 海宝和宏君、両名を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１３日までの４日間とすることに議会運営委

員会において意見の一致を見ております。 

 従って、議会運営委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長、佐久間義房君。 

１０番（佐久間義房君） 

 おはようございます。令和６年１２月定例会の運営についてご報告いたします。 

 今期定例会の運営につきましては、去る１２月３日、議会運営委員会を開きまし

て、会期及び審議予定などについて協議をいたしました。この定例会に付議されま

す案件は、町長提案１８件、陳情１件であります。これらの案件を審議するために、

会期は本日から１３日までの４日間とすることに合意を見ております。 

 審議の予定は、第１日目の本日は、議事日程に従いまして、諸般の報告、行政報

告の後、一般質問は、お手元に配布のとおり４名の議員から通告がありました。通

告順に渡邊幸江議員、４０分、山崎ひろみ議員、４０分、前田君江議員、３０分、

岩井弘晃議員、４５分であります。次に、同意第４号を上程し、採決を行い、続い

て、承認第５号から承認第７号、議案第３８号から議案第５１号までを順次上程し、

質疑・採決を行います。続いて、陳情１件を上程し、所管の常任委員会に付託して、

散会とします。 

 第２日目の１１日及び第３日目の１２日は休会として、この間、１１日、午前に

文教福祉常任委員会を議員控室にて開催することに合意を見ております。なお、委

員会開催の詳細は審議予定表によりご了承願います。 
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 最終日の１３日は、時間を午後２時３０分に繰り下げて本会議を開きまして、文

教福祉常任委員会の審査報告を受け、質疑・採決を行い、閉会といたします。 

 なお、定例会閉会後、全員協議会を開催する予定です。 

 本定例会が円滑に運営されますよう、各位のご協力をお願いいたしまして、以上

で、議会運営委員会において決定いたしました事項の報告を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり本日から１２月１３日までの４

日間とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、会期は本日から１２月１３日までの４日間に決定しました。 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 初めに、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分について、町長か

ら１件の報告がありました。内容については、配布の印刷物のとおりですが、その

経緯等について説明願います。 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、専決処分の内容についてご説明いたします。お配りしてございます専

決処分の報告についてをご覧ください。 

 損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、町長が専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により議会に報告するも

のでございます。 

 ２ページの専決処分書をご覧ください。 

 内容は、損害賠償の額の決定及び和解でございますが、町が委託している外出支

援巡回バスによる物損事故に対する損害賠償となります。 

 事故の概要でございますが、令和６年４月１５日、月曜日、午後、外出支援巡回

バスが運行業務中、東庄町笹川ろ鹿野戸地先において、相手方の所有物であるフェ

ンスに接触し、破損させてしまったものでございます。 
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 当該事故につきましては、３ページの和解条項の内容で和解をし、当該事故にか

かる損害賠償の額を決定したものでございます。 

 １００万円以下の損害賠償の額の決定に関することでございますので、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、東庄町議会の議決により専決処分事項として規

定された事項に該当する案件として、令和６年９月１９日に専決処分いたしました

ので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

 今後このような交通事故が発生しないよう、適正なる安全運転管理に努めてまい

る所存でございます。 

 以上で説明を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 専決処分事項の経緯説明が終わりましたので、引き続き、議長より議会の会務報

告を行います。 

 ９月定例会以後の議会活動及び議員活動は、お手元に配付の報告書のとおりです。 

 なお、議員派遣に伴う視察研修等について、派遣議員の代表からお手元に配付し

た報告書のとおり提出がありました。ご了承願います。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規定による本定例会の出席要求に対し、お

手元の印刷物のとおり通知がありました。 

 次に、本日、町長より議案の送付があり、これを受理しました。 

 次に、陳情１件を受理しました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第４、行政報告を行います。 

 町長及び教育長から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、令和６年８月２４日から１１月２２日までの行政報告について主なも

のを申し上げます。 

 初めに、総務課の関係でございますけれども、１ページ目、庶務関係で、１０月

３０日に第３回行政協力員まちづくり会議を開催しております。今年最後の会議と

して、地域の課題解決に向けた意見交換を行っていただきました。 

 次に、選挙関係で、解散によりまして１０月２７日に衆議院議員総選挙が執行さ



－4－ 

れました。当日有権者数は１万９２５人、投票者数５，９８８人、投票率は５４．

８１％で、令和３年総選挙と比較して６．９８ポイントの減となりました。 

 次に、防災関係で、２ページ目、上段の防災演習を９月１日に実施いたしました。

当日はあいにくの悪天候で規模を縮小しての開催となりましたが、気象予報士会か

ら講師を招いての講話や陸上自衛隊員による炊き出し訓練など、新たな試みを実施

いたしております。 

 また、９月１９日には、職員向けの水防演習を実施いたしました。災害が起こっ

た際に的確な対応が出来るよう、今後も継続して防災体制の構築に努めてまいりま

す。 

 続いて、４ページ目、上段からの町民課の関係でございますけれども、賦課徴収

関係で、各種納税通知書・督促状の発送をして、また滞納処分として財産差押えを

実施しております。町税は町の財源の根幹をなすものでありますので、今後も町の

財源確保のため、徴収率の向上に努めてまいります。 

 次に、戸籍・住民票関係で、６ページ目、上段の個人番号カード関係でございま

すけれども、期間中のカード交付件数は２５９件、累計で１万６９９件となってお

ります。現在も休日交付を定期的に実施するなど、積極的に申請の補助を行ってお

ります。 

 続きまして、８ページ目、中段からの健康福祉課の関係でございますけれども、

福祉関係で高齢者福祉関係に記載のとおり敬老祝金の贈呈、米寿・金婚をお祝いす

る会、満１００歳のお祝いを行いました。今後とも高齢者が元気に生き生きとした

生活を送れるよう、各種施策に取り組んでまいります。 

 次に、９ページ目、中段の７月から給付が始まりました価格高騰重点支援給付金、

新規非課税世帯・均等割のみ課税世帯分につきましては、２１２件分、２，１２０

万円、また同給付金の子ども加算分としまして、３９人分、１９５万円を給付して

おります。 

 次に、子育て支援関係で、１０ページ目、中段に記載のとおり、子育て応援祝金

や出産・子育て応援交付金をそれぞれ支給しております。これらの子育て支援に関

する事業は、子育て世帯の負担の軽減に寄与しているものと考えております。今後

も子育て支援策の充実を図ってまいります。 

 次に、１２ページ目、上段からの介護保険関係では、介護認定の状況や介護サー
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ビス利用件数を記載しております。引き続き、介護予防に重点を置いた施策の充実

に努めてまいります。 

 続いて、１４ページ目、上段からのまちづくり課関係でございますけれども、建

設関係で舗装補修工事等１４件の工事と測量業務委託１件の業務委託を、１５ペー

ジ目からの農林水産関係では、最下段で、農道舗装改修工事を契約しております。 

 次に、１６ページ目、中段の商工・観光関係では、役場をメイン会場に第３７回

東庄ふれあいまつりが開催されました。約１万１，０００人もの方々が来場、参加

をしております。 

 次に、１６ページ目、下段の水道関係では、重要配水管更新工事等の３件の工事

と漏水調査業務委託を契約しております。 

 最後に、１８ページ目、中段の東庄病院関係でございますけれども、１日当たり

の平均患者数は、一般病棟入院患者数が１７．３人、介護医療院入所者数が３３．

８２人、外来患者数が１００．２５人となっております。 

 以上で行政報告を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 教育長、石橋宏克君。 

教育長（石橋宏克君） 

 どうぞよろしくお願いします。それでは、令和６年８月２４日から１１月２２日

までの教育委員会行政報告をさせていただきます。 

 お手元の資料、１９ページをご覧ください。 

 初めに、教育委員会関係です。８月から１０月にかけて定例教育委員会を３回行

いました。また、教育委員会、学校等施設訪問を１０月１１日に行いました。 

 続いて、学校教育関係です。会議としましては、資料のとおり、こども園令和７

年度園児対象入園説明会、就学時健康診断、教育相談、地域部活動検討委員会等を

実施しました。 

 令和７年度のこども園入園募集結果は、町内該当者６１名に対して、町内の５３

名の応募があり、応募率は８６．９％です。 

 次に、契約関係です。東庄中学校生徒用図書購入、東庄小学校スクールバス管理

運行業務委託の契約を行っております。詳細はお手元の資料のとおりでございます。 

 続いて、指定寄附関係です。東洋合成工業株式会社千葉工場様から東庄町奨学基
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金として２００万円の寄附をいただきました。 

 その他になりますが、昨年度に引き続き１０月７日に中学生議会を行いました。

中学生が町政に対する施策を理解するきっかけとなりました。また、町政への興味

関心が高まりました。次年度も引き続き実施したいと考えております。 

 次に、生涯学習関係です。初めに、生涯学習事業でございます。杉の子サークル

野外研修、自然観察会、第４８回東庄町文化祭を行いました。 

 特に１１月３日に実施しました第４８回東庄町文化祭では、約１，５００名以上

の人が会場を訪れていただき、文芸の参観や様々な作品の鑑賞を行っていただきま

した。ご協力ありがとうございました。 

 次に、社会体育事業でございます。資料にありますとおり、サッカー教室を初め、

様々な会議を行っております。なお、１０月１３日に実施しました東庄スポーツフ

ェスタでは、秋晴れのもと行われ、約６００名の参加があり、盛況でございました。

次年度も計画をしたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 公民館事業としましては、お手元の資料にあるとおり、様々な会議や講座を行っ

ております。 

 続いて、２１ページをご覧ください。契約関係でございます。東庄町石出体育館

バスケットボールゴール更新工事他４件の契約を行っております。 

 次に、社会教育関係でございます。社会人権教育地区別研修会他３件の会議、大

会、行事等を行っております。 

 次に、図書館関係でございます。東庄町図書館協議会の開催、秋の読書スタンプ

ラリーの実施などを行いました。図書の貸出し数と返却数は資料のとおりでござい

ます。 

 最後に、学校給食センター関係です。２２ページをご覧ください。９月から１１

月の給食の総数は４万８，３０２食でございます。 

 指定寄附関係につきましては、有限会社ブライトピック千葉様から学校給食用食

材豚肉志澤豚５０万円相当をいただき、２月に給食として提供する予定でございま

す。 

 以上、教育委員会行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

議長（板寺正範君） 
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 これで行政報告は終わりました。 

 日程第５、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 ２番、渡邊幸江君。 

２番（渡邊幸江君） 

 改めまして、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、本日の一般質問を行わせていただきます。一括と

一問一答方式で質問させていただきます。 

 一括質問では、２点の質問事項の内容で質問させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 質問事項１、国道３５６号バイパスへの道の駅の設置について。 

 質問要旨１、東庄町の特産品や観光、歴史、文化を発信する拠点について質問い

たします。 

 国においても、地方創生を重点目標にしておりますが、東庄町の魅力である特産

品や観光、歴史、文化を発信する拠点としての道の駅の建設について、町の考えを

お伺いいたします。 

 質問要旨２、町民が長年要望している道の駅的な施設の設置について質問いたし

ます。 

 以前から、町民の要望があったにもかかわらず、道の駅建設が町行政施策に反映

されないのはどうしてか伺います。 

 質問要旨３、ふさのくに観光道路ネットワーク事業としての道の駅について質問

いたします。 

 千葉県がふさのくに観光道路ネットワーク事業として整備した国道３５６号バイ

パス沿いの新宿３０１１番１に道の駅建設は可能かどうか伺います。 

 質問要旨４、花畑公園の計画の経緯について質問いたします。新宿３０１１番１

に花畑の公園を造る経緯について伺います。 

 質問事項２、町内の各公園の利用について。 

 質問要旨１、町民が理想とする公園について町は把握しているか質問いたします。 

 公園は利用されないと空き地と同じで維持管理費だけがかかってしまいます。町

民が利用したいと思う理想の公園とはどのような公園なのかを町は把握しています
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か。伺います。 

 質問要旨２、子育て世帯や若い人などへアンケート調査などによる把握は考えて

いるかについて質問いたします。 

 子育て世帯や若い人などへアンケート調査などにより利用状況や理想とする公園

の在り方などを把握する考えがあるか伺います。 

 質問要旨３、公園への要望に対する町の対応についてご質問いたします。 

 アンケート調査をした場合、要望に対し町はどのように対応していくのか伺いま

す。 

 以上で１回目の質問を終わります。２回目からは自席にて一問一答で質問いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、質問事項１、国道３５６号バイパスへの道の駅の設置について、質問

要旨１、東庄町の特産品や観光、歴史、文化を発信する拠点で、道の駅建設につい

て、町の考えについてのご質問にお答えをいたします。 

 道の駅は、誕生当初はドライブの休憩場所として利用されておりましたが、近年

では旅行、観光などの目的地として利用されるようになりました。それにより道の

駅間で厳しい競争が発生し、集客数や収益を上げるため、商業施設や宿泊施設など

も併設されるなど、道の駅の大規模化が進んできております。このように、道の駅

を取り巻く環境も変わっていく中、東庄町では、現状の計画はございませんが、今

年度、国道３５６号バイパス東庄銚子間の事業化が決まるなど、近隣を含めた主要

幹線道路の整備も進んでくるため、皆様方のご意見を伺いながら、今後の国道３５

６号バイパス沿線の整備状況を注視してまいりたいと思います。 

 続きまして、質問要旨２、町民が長年要望している道の駅的な施設の設置で、以

前から町民から道の駅の設置の要望をしているが、なぜ行政施策に反映されないか

というご質問にお答えいたします。 

 道の駅建設については、先日、町への提言・意見の投稿で、個人の方から提言及

び要望がありましたが、道の駅については大規模な事業でありますので、大きな団

体や企業などの協力が不可欠なため、皆様方の意見を伺いながら慎重に検討してい
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く必要があると考えております。 

 続きまして、質問要旨３、ふさのくに観光道路ネットワーク事業としての道の駅

で、千葉県がふさのくに観光道路ネットワーク事業として整備した国道３５６号バ

イパス沿いにある新宿３０１１番１に道の駅建設は可能かというご質問にお答えい

たします。 

 ご質問の新宿３０１１番１は、黒部川新橋の右岸側にあり、国道３５６号バイパ

スと県道との丁字路付近に隣接する土地です。 

 この土地は、議員がおっしゃるとおり、近くに利根川河口堰があり、町の情報発

信する場所としては魅力的な場所と考えておりますが、面積などで国土交通省が定

める道の駅の登録要件を満たすことが難しいと思われるため、道の駅のような施設

を造る構想は現在はありませんが、今後、皆様方の意見を反映を出来るよう、花畑

と芝生で構成する公園を当面運用したいと考えております。 

 続きまして、質問要旨４、花畑公園を造る計画の経緯についてで、新宿３０１１

番１に花畑公園を造る経緯についてのご質問にお答えいたします。 

 ご質問があった公園の経緯や計画については、令和５年１２月定例会終了後の行

政執行上の報告の場でも説明をいたしましたが、新宿３０１１番１は、もともと大

きな１枚の田として一人の所有者が耕作しておりましたが、バイパスが出来ること

により分断されて出来た土地です。 

 バイパス計画の当時、千葉県香取土木事務所が田の所有者と用地交渉をしていま

したが、バイパスの北側に分断された土地は田の耕作に適さないため、その土地の

買収を求めていました。しかし千葉県では、他の地権者との公平性を保つため応じ

ることが出来ず、やむを得ず町に相談がありました。 

 町としても異例なことでありましたが、一般国道３５６号バイパス、小見川東庄

工区の完成は、町民が長年待ち望んだことであり、地理的に見て利用価値がある土

地と考え、千葉県の買収単価より安い単価で買収をいたしました。 

 町が買収を決めた後に、この土地の有効利用について内部で検討した結果、河口

堰も近くにあり、将来、町民の方や議員の皆様方の意見を反映して転用が可能な花

畑と芝生ゾーンで構成した公園を造る計画にいたしました。 

 また、地元の環境保全会に花の作付けなど管理をお願いし、使用する花について

は、近くの花農家から安く仕入れをして、除草等についても地元の営農組合に依頼
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するなど、地元の協力を得て、維持管理費等についても軽減していく計画です。 

 なお、公園の新設工事を来年早々に発注が出来るよう準備を進めているところで

あります。 

 続きまして、質問事項２、町内の各公園の利用について。 

 質問要旨１、町民が理想とする公園について町は把握しているかについてで、町

民が理想とする公園について町は把握しているかのご質問にお答えをいたします。 

 町民に対して、理想の公園等についてのアンケート等は実施しておりませんが、

町民の方と接する時や地元を代表する議員さんや区長さんなどを通じて、町民の理

想としては、子供が安心して遊べる設備が整った大きな公園などが理想の公園とし

て多くあるという認識はしております。 

 続きまして、質問要旨２、子育て世帯や若い人などへアンケート調査などによる

把握は考えているかで、子育て世帯や若い人などへアンケート調査などにより、利

用状況や理想の公園在り方などを把握する考えについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 健康福祉課では、５年に１度、子ども・子育て支援の具体的な取組を示す第３期

東庄町子ども・子育て支援事業計画の策定を進めております。計画の策定をする際

に、今年の４月に就学前児童及び小学生の保護者を対象に、計画のためのアンケー

トを実施しております。次回以降、アンケートを実施する場合は、公園の項目につ

いても取り入れてもらうよう検討してもらいます。 

 また、その他の部署についても、子育て世帯等を対象にアンケートを実施する場

合は、公園についても盛り込めるか相談したいと思います。 

 その他にも都市計画の関係などでアンケート等を実施する場合は、公園等につい

ても意見が反映出来るよう検討してまいりたいと思います。 

 最後に、質問要旨３、公園への要望に対する町の対応についてで、アンケート調

査等による公園への要望等に対する町の対応についてのご質問お答えいたします。 

 子育て世帯などのアンケートにより要望や問題点が浮かび上がった場合は、関係

各課と連携して対応を検討してまいりたいと思います。 

 以上で答弁は終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 ２番、渡邊幸江君。 



－11－ 

２番（渡邊幸江君） 

 質問事項１の道の駅の関係で再質問いたします。 

 道の駅については、大規模な事業なので大きな団体や企業などの協力が不可欠と

の回答がありましたが、どういうことでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それではご質問にお答えします。 

 多くの道の駅では、地元の農産物などの特産物を販売しておりますが、特産物を

販売する場合は、地元の生産団体などの協力が必要であり、飲食店やコンビニエン

スストアなどが道の駅に入る場合は、企業などの協力も必要と考えております。 

 答弁は以上となります。 

議長（板寺正範君） 

 ２番、渡邊幸江君。 

２番（渡邊幸江君） 

 面積等で国土交通省が定める道の駅の登録条件が満たすことが難しいためとの回

答がありましたが、どのような条件があるのでしょうか。お伺いします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、ご質問にお答えします。 

 国土交通省の道の駅の主な登録要件は、無料で２４時間利用が出来る十分な駐車

場、清潔な洋式トイレ１０器以上、子育て応援施設や道路及び地域に関する情報提

供施設の場が整備され、文化教養施設や観光レクリエーションなどの地域振興施設

があることなどが要件となります。 

 答弁は以上となります。 

議長（板寺正範君） 

 ２番、渡邊幸江君。 

２番（渡邊幸江君） 

 平成３０年９月定例会の土屋議員の一般質問で、（仮称）道の駅による東庄町の
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観光及び地場産業活性化についての質問要旨で、国道３５６号バイパス開通に伴う

河口堰付近の道の駅や農産物の直売所など、計画について次のように答弁してあり

ます。 

 利根川河口堰付近は、今後、国道３５６号バイパスと北ルートが完成することに

より東庄の要衝となり、観光資源となり得る河口堰や河川敷には、コジュリン、オ

オセッカなどの貴重な生態系を育んでいる日本有数のヨシ原湿地が広がっておりま

す。道の駅などの設置場所としては非常に適した場所であると考えております。 

 また、（仮称）道の駅の直売所や物産センターは、東庄町の豊かな農産物などの

地場産業活性化や文化を発信する拠点として有効な手段とも思われます。 

 今後は、国道３５６号バイパスや北ルートの完成を見据えながら、生産者、専門

家、関係団体などの幅広い意見を聞きながら検討していきたいと考えておりますと

いう答弁でしたが、検討したのでしょうか、お伺いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それではご質問にお答えします。 

 国道３５６号バイパス小見川東庄区間については開通をいたしましたが、通称北

ルートについては全面供用開始となっておらず、バイパスから北ルートまでの区間

の交通状況などが把握出来ないため、まだ検討はしておりません。 

 国道３５６号バイパス東庄銚子間も事業化となりましたので、今後も近隣を含め

た主要幹線道路の整備状況や道の駅の状況など、注視してまいります。 

 答弁は以上となります。 

議長（板寺正範君） 

 ２番、渡邊幸江君。 

２番（渡邊幸江君） 

 新宿の公園に朝市や農産物を販売する場所として利用することが可能かを伺いま

す。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 
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 それではご質問にお答えいたします。 

 新宿に新設する公園については、芝生のゾーンなどに朝市や農産物の販売など利

用することは可能と考えております。 

 いずれにしましても、新宿の公園は汎用性の高い公園のため、皆様方のご意見を

伺いながら整備してまいりたいと思います。 

 答弁は以上となります。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 ２番、渡邊幸江君。 

２番（渡邊幸江君） 

 最後に、今年、地域の方と行政が一緒に、東庄町の魅力を考えるワークショップ

が開催されました。町民の意見を取り入れながら施策に盛り込んでいくことは素晴

らしいことだと感じました。 

 今年も地方創生、東庄の未来のため、東庄をアピール出来る施策など、町民の意

見を反映出来るよう取り組んでいただきたいと思います。私も一緒に汗をかいてま

いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で、私からの一般質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 

議長（板寺正範君） 

 以上で渡邊幸江君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は午前１０時５０分からとします。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 １３番、山崎でございます。通告に従いまして、本日の一般質問を行わせていた

だきます。 

 去る１０月に衆議院解散総選挙が行われ、新たな枠組みでの政権がスタートしま

した。これまで以上に国民のための政治が実現されることを望みたいと思います。 
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 本日は、大きく２点について質問させていただきます。 

 初めに、令和７年度予算編成について、次に、ＧＩＧＡスクール端末の更新につ

いて、一問一答方式で行わせていただきます。 

 我が町においては、限られた財源の中で財政健全化に努め、更に町民の安心、安

全を守るための予算編成及び執行を推進してこられたと理解しております。 

 多くの自治体が抱える少子高齢化の問題は、様々な施策を展開してもなかなか歯

止めがかからない現状も理解いたします。 

 そこで本日は、我が町の財政状況の現状と町民が明るく希望が持てる活力あるま

ちづくりのための来年度予算編成方針について町長にご答弁をお願いしたいと存じ

ます。 

 来年度は、町制施行７０周年の節目を迎えます。まずは、町長におかれましては、

町議会議員時代を含め４５年もの長きにわたり町政に携わってこられたことに敬意

を表したいと存じます。 

 町長は、小さな町だからこそ出来ることに率先して取り組まれてきたと私は理解

させていただいております。 

 しかし、町民の皆さんにお会いすると、日々の暮らしの中での不満や将来への不

安の声が聞かれます。高齢者が元気に活躍し、若い世代には子育てするなら東庄と

思ってもらえる環境を整えてあげたいと考えています。 

 １０年前の町制施行６０周年の際には、高校生までの医療費の無料化を他の自治

体に先駆けて実施していただきました。 

 この度も大きな目玉となる政策をお考えでしょうか。町民に安心と希望が持てる

来年度予算編成方針について伺いたいと存じます。これ以降は自席にて行わせてい

ただきます。 

議長（板寺正範君） 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 山崎議員の質問のうち、私からは、質問事項１、令和７年度予算編成についての

我が町の財政状況の現状と活力あるまちづくりのための来年度の予算編成方針につ

きましてお答えをさせていただきます。 

 なお、そのうち、我が町の財政状況の現状につきましては、この後、企画財政担
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当課長から答弁をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 来年度予算の編成につきましては、１１月１日、各課に通知しており、編成方針

として掲げました重点とすべき基本的な考え方について主なものを述べさせていた

だきます。 

 まず１点目でありますが、第６次東庄町総合計画及び現在策定中の第３次東庄町

総合戦略に掲げる事業について、前年度までの成果、そしてまた課題を踏まえ、重

点プランの推進に全力で取り組むこと。 

 ２点目といたしましては、事業の選択と集中としまして、ＤＸの活用によります

効率化やコストの削減、類似事業の統合や廃止を行う一方で、新たな行政ニーズや

地域課題に対応するために行政的な需要、そしてまた効果の高い事業、東庄町の強

みを生かした事業について的確に対応すること。 

 そしてまた３点目といたしまして、過疎地域持続的発展計画を勘案いたしまして、

一層住民福祉、そしてまた住民サービスを充実させること。 

 ４点目といたしましては、国・県の予算情報の収集に努めること。今後は、国補

正予算の動向につきましては、新たな施策の展開について検討してまいります。 

 ５点目でありますが、歳入面の町税収入の確保、徴収率の向上に向け、なお一層

の取組を強化すると共に、それを掲げております。 

 なお、詳細な実施事業につきましては、現在、各担当課において精査中でありま

すので、来年度予算では、これまで行ってまいりました結婚・出産などの子育て世

代に対する支援を継続すると共に、子供や若者が希望をもって健やかに暮らせる環

境づくりや公共交通を初めといたしました高齢者が生きがいをもって暮らせる施策

について継続して推し進めてまいりたいと考えております。 

 また、町制施行７０周年を迎える節目といたしまして、事業についてですが、第

６次東庄町総合計画を踏まえ、着実に事業を実施すると共に、限られた財源の中で

事業の優先度を検討いたしまして、メリハリのある予算と考えております。 

 また、７０周年記念式典や関連事業につきましては、実施に向けて今、予算を編

成中でございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、令和７年度当初予算編成方針につきまして

述べさせていただきました。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 
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 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 山崎議員の質問のうち、私からは、我が町の財政状況の現状についてお答えいた

します。 

 当町の財政状況の現状について、一般会計決算によりご説明をしたいと思います。 

 令和５年度の歳入歳出差引額は、令和４年度決算と比べて、中学校大規模改修の

実施などにより１億７，４７９万９，０００円、２２．７パーセントの減となって

おります。町債残高は４億１７２万６，０００円増加し５１億６，６２９万６，０

００円となりました。また、財政調整基金は、新規積立などにより１億９，００２

万円増で１３億９，４８５万１，０００円となっております。 

 長期的な動向ですが、財政調整基金の残高が最も多かったのは平成２８年度で１

５億５５５万８，０００円でした。令和元年度には財政調整基金の残高が６億５，

４６６万４，０００円まで減少しましたが、近年は中学校大規模改修など必要な事

業は実施しながらも積立金は増額傾向にあります。 

 また、地方債残高は、平成２９年度は３１億７，６６３万９，０００円でござい

ましたが、その後、学校給食センター建設事業や中学校大規模改修事業など、大規

模なハード事業が続き、交付税措置のある過疎対策事業債の借入額が増加したこと

などで、令和５年度に５１億６，６２９万６，０００円と、これまでのピークを迎

えております。 

 また、毎年度の決算に基づき「財政健全化判断比率」の４つの指標として、「実

質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」に

ついて公表しております。公表開始となった平成１９年度以降、いずれの指標につ

いても早期健全化基準、財政再生基準を下回っております。 

 これらのことから、当町においては健全財政を維持出来ていると思っております。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 町長、答弁ありがとうございました。そして企画財政担当課長、財政状況につい

て細かく数字で説明いただきありがとうございます。 
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 健全財政を維持しながら事業計画を立て、執行していただいていること、承知し

ました。 

 しかしながら、近年、水道施設を初め、公共施設の老朽化が目に見えています。

更に子育て、教育、高齢者施策等、ソフト面での経費は増えるのではと考えます。

私ども議員のみならず、町民の皆さんが心配されることでもあります。これまでも

健全な財政運営に取り組んできたと思いますが、これからの方針等を伺いたいと存

じます。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、ただいまの質問にお答えします。 

 まず、公共施設の老朽化のうち水道施設につきましては、現在、町の重要施設で

ある新堀配水場からの重要管路の更新を進めており、来年度についても継続して更

新を進めてまいります。 

 その他の公共施設につきましても、令和５年５月に改訂されました公共施設等総

合管理計画に基づき、きめ細かな点検・修繕の実施により、施設の長寿命化や安全

性を確保すると共に、町内の施設全体で優先順位を計画的に見極め、必要性を検討

した上で改修を実施してまいります。 

 また、今後の取組といたしましては、歳出全体では費用対効果を勘案し、必要な

事業や支援は実施しながらも需用費等のきめ細かな節約や抑制による歳出削減を図

ってまいります。 

 歳入につきましても、町税を初め徴収体制を強化することで収納率の向上に向け

て取り組んでまいります。 

 また、新たな財源として、ふるさと納税についても町の魅力のＰＲや返礼品充実

など、強化を図ってまいります。加えて人口減少対策として、本町の魅力を生かし

た雇用の創出や子育て環境の充実などを図ると共に、移住定住支援を継続してまい

ります。 

 東庄町に住んでいる人もこれから町を知っていただく人にも地域に愛着や魅力を

感じるまちづくりを目指すことで健全な財政運営につなげてまいりたいと考えてお

ります。 
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 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 公共施設の老朽化に関しては、計画的に進めていただきたいと考えます。 

 また、町民の意識は４０年、５０年前とは大きく変化してきています。住んでい

る区や自治会で担ってきたことが難しくなってきている現状です。例えば、防犯灯

やゴミステーションの管理、これまで当たり前と思ってきたことが継続困難になっ

てきています。町全体で考えなければならない問題です。財政が大きく関わること

ですので、抜本的に見直す時が来ていると思います。町民が不公平感を持たず、な

おかつ地域のコミュニティーが存続し、みんなが元気に暮らせるまちづくりをして

いかなければと考えます。 

 来年度、７０周年の事業については編成中とのことですが、コロナ禍により、こ

こ数年は閉塞感漂う生活を強いられてきた感があります。町民が明るく希望を持っ

て進んでいける施策が必要ではないかと考えます。高齢者が元気に活動でき、子育

て世代もまた東庄に住んでよかったと実感していただきたいと思います。 

 そこで、来年度予算には、子育て支援住宅については盛り込まれているのでしょ

うか。私ども議員も、多古町の事例を視察させていただきましたが、私としては、

東庄町らしい形で実現すべきと考えますが、見解を伺います。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ご質問のありました子育て支援住宅につきまして、私どもも視察させていただき

ましたが、多古町のような借上型の子育て支援住宅につきましては、財政的負担が

大きいことから難しいと考えております。 

 しかし、東庄町らしい形で子育て住宅支援や住宅整備を考えてまいります。まだ

来年度予算につきましては、予算要望の段階であり、何も決まっておりませんが、

先程議員がおっしゃられましたコミュニティーの存続や明るい希望を持って進んで

いける政策などを盛り込んで検討してまいりたいと思います。 

 私からは以上です。 
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議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 はい、ありがとうございます。毎回、財政健全化に努めながら、なおかつ活力あ

るまちづくりのための施策を実施してほしいといつも述べさせていただいておりま

す。抽象的な言い回しかと思いますが、これからは益々町民の理解、協力をいただ

き、執行部、更には若い職員の皆さんが一丸となって考えていくことが必要かと思

います。そして私ども議員も町民の声を聞きながら、そこから一般質問等で提案さ

せていただいております。 

 これからも町と議会が力を合わせ、活力あるまちづくりのために働いていかなけ

ればと私は思っております。３月議会には、執行部の総力を挙げての予算編成が提

出されることを期待いたします。 

 では次に、２番目の質問事項でありますＧＩＧＡスクール端末の更新について伺

います。 

 ＧＩＧＡスクール構想は、２０１９年１２月に文部科学省が補正予算を計上した

ことに始まり、児童生徒に１人１台の端末を配備し、個別最適な学びをＩＣＴ端末

を活用して実現していく構想であります。翌２０２０年の新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い、子供達の学びの機会を守るため急速に普及し、今年８月現在でＧＩ

ＧＡスクール端末は全国で９５０万台に上ります。 

 今後、これらの端末が順次更新時期を迎えます。ＧＩＧＡ第二期では、政府の負

担で都道府県に基金を創設し、原則として、都道府県ごとの共通仕様書を基に共同

調達することになり、調達の大型化が予想されます。 

 また、端末更新の６８パーセントは２０２５年度に集中しているとのことです。

そこで、我が町の更新時期及び今後の方針について伺います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、千葉県内で令和７年度にＧＩＧＡ端末の更新を予定し

ている市町村は４０市町村あり、全体の６８パーセントに当たる３３万５，０００
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台ございます。 

 本町においては、令和７年１２月末で、現在、児童生徒が使用しているＧＩＧＡ

端末が導入後、丸５年を経過し、更新の時期を迎えます。 

 更新にあたりましては、県が設置する公立学校情報機器共同調達協議会に参加し、

この協議会で作成した共通仕様書を基に５年間のリースによる端末の調達を予定し

ております。 

 具体的には、令和７年度中に機器の準備を進めていき、令和８年４月から新しい

ＧＩＧＡ端末での学習がスタート出来るよう進めてまいります。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 令和７年１２月で丸５年が経過するということですが、令和８年１月から３月ま

ではそのまま継続して使用するということでよろしいでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 議員のおっしゃるとおり令和７年１２月末で現在使用しているＧＩＧＡ端末のソ

フトウエア及び運用支援並びに保守契約が終了いたします。しかしながら、本町の

端末機器は買取機器であります。教育委員会としましては、令和８年度当初からの

端末切替で進めていく予定です。 

 そのため、令和８年１月から３月までの３ヶ月間は、既存のソフトウエア及び運

用支援を延長する予定でおります。また、保守については、３ヶ月ということもあ

り、予備機で対応することが十分可能と考えておりますので、延長しない予定です。 

 以上のことから、端末機器は令和８年３月末まで継続して使用いたします。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 ありがとうございます。 
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 来年度中は現在の端末を継続して使用していく、次年度からは５年間のリース契

約を考えているということで承知いたしました。 

 次に、端末のデータ消去等処分の方法について伺います。懸念される事項の一つ

目は、文部科学省、経済産業省、環境省の３省合同通知で示された方法で、端末が

再使用、再資源化されなかった場合、第二期端末購入の補助要綱に非該当となる懸

念があります。３省合同通知によれば、「排出事業者には処理の責任があり、仮に

無許可業者に処理を委託した場合、適正に処理されず、不法投棄や不正に海外に輸

出されるなどの社会問題につながる」と小中学校等の排出事業者としての責任を警

告しています。更に国内では年間１，０００万台のパソコン処分需要がある反面、

リユース、下取り等の名目で回収後、約４割が海外等へ輸出され、不適正な処理が

多発、国際問題化しています。 

 ２０２５年１月以降、国際条約（バーゼル条約）の改定により、政府間合意がな

い限り輸出は原則禁止されるため、使用済み端末の再使用、または再資源化につい

て法律を遵守した適切な対応が求められます。 

 ２つ目として、「データ消去が適切に実施されずに個人情報漏えい等の責任を問

われる可能性がある」とも言及されています。例えば、写真に自宅の位置情報が保

存されていたり、いじめ相談アプリの履歴が残っていたり、閲覧履歴やパスワード

情報がＧＩＧＡ端末に残っている可能性があります。ＧＩＧＡ端末の記憶媒体は単

純な物理破壊ではデータの復元が可能とされております。専用ソフトでの処理によ

り確実にデータを消去しなければ、子供達の個人情報の流出につながりかねません。

来年度以降の端末処分とデータ消去に対する認識と具体的な取組について伺います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

 更新の終わったＧＩＧＡ端末については、文部科学省、経済産業省、環境省から

合同で出された「ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１台端末等の適切な

処分（再使用又は再資源化）等について」に則り処分する予定でおります。 

 具体的に文部科学省が求める適切な処分方法としては、小型家電リサイクル法に

基づき経済産業省・環境省から大臣認定を受けた事業者に処理委託をするものであ
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ります。この認定を受けた事業者については、国が示す認定基準等に基づき解体、

破砕、選別等による再資源化技術を有しており、加えて回収から再資源化に至るま

で情報漏洩対策を講じています。教育委員会といたしましても、法律に遵守した適

切な方法での処分として、本認定を受けた事業者に委託するように考えております。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 承知いたしました。適切に処理していただくようお願いいたします。 

 次に、学習補助としてデイジー教科書の導入について伺います。 

 小中学校の特別支援学級を中心に、発達障害児らの学習を音声や色で補助するマ

ルチメディアデイジー教科書、通称デイジー教科書を導入している学校が多くあり

ます。 

 デイジー教科書は、通常の教科書と同じ内容がデジタル化されたもので、タブレ

ット端末にダウンロードして使います。文章の音声を流しながら、その箇所に色で

強調したり、文字の大きさや音声の流れる速さを調節したり出来ます。発達障害な

どにより、普通の教科書では文章や図解を読解するのが困難な子供の学習を助けて

くれます。 

 そこで、我が町の児童生徒の中に、学習障害の一つである発達性読み書き障害（デ

ィスレクシア）の子供さんは在籍していますか。 

 日本の小学生の約７から８パーセントに存在すると言われています。従って、読

み書きを苦手とする児童はクラスに２、３人いると見られます。 

 ディスレクシアは、周りの人が理解し、適切なサポートをすることで、困難さを

軽減することも出来るとされています。学校現場を確認し、導入すべきと考えます

が、見解を伺います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、ただいまの質問についてお答えいたします。 

 デイジー教科書による読みの支援について、読むことが困難な児童生徒や日本語
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が読めない児童生徒に対して、音読してくれるアプリケーションは、学習を進める

うえで便利なシステムだと認識しております。 

 現在、在籍している児童生徒には、デイジー教科書を必要としている児童生徒は

おりませんが、今後、学校から教育委員会へそのような相談があった際には、無料

で使用出来るアプリケーションを紹介するなどして、学習の支援に努めていきたい

と考えております。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 現在デイジー教科書を必要とする児童生徒はいないとのことですけれども、読み

書きに困難を抱える子供は本当にいないのでしょうか。学習補助として導入して使

用し、体験させて様子を見ることも大事ではと考えますが、見解を伺います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 今後、学校現場の教師からもっと詳しい聞き取りを行うなど現状把握に努め、子

供達の教育のためにデイジー教科書などの有益な教材の提供に取り組んでまいりた

いと存じます。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 現場の先生方は一生懸命指導にあたってくれていると思います。環境を整備する

のは教育委員会の仕事だと考えます。東庄町は近隣の自治体に比べ、子供達に対す

る教育環境は決して引けを取らないと思っております。これまで以上に学校現場を

把握し、よりよい教育環境を整え、全ての子供達の成長をサポートしていっていた

だきたいと考えます。 

 以上で本日の一般質問を終わります。ありがとうございました。 



－24－ 

議長（板寺正範君） 

 以上で山崎ひろみ君の一般質問を終わります。 

 次に、３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 こんにちは。３番、前田君江です。議長のお許しをいただきまして、東庄町の広

報活動について一般質問をいたします。 

 異常気象が続くこの頃、不安を抱く人も多いのではないでしょうか。しかし、東

庄町は大災害や大事件に遭遇した過去が少ない町と言えます。そんな東庄町のよさ

を宣伝するツールについて、本日質問いたします。 

 質問要旨１、高速バスなどへのラッピングを使った町の宣伝を考えているか。 

 皆さんもバスの外観の至るところに、ご当地キャラクターや観光地の景色、町の

政策や取組が書かれた宣伝高速バスをご覧になったことがあると思います。その結

果、移住者がわんさかということであればよいのですが、そう簡単なことではない

でしょう。それでも同じ香取郡の多古町、最近では神崎町も見かけます。旭市もし

かり。それなのに東庄町では一向にそういった声が聞こえてきません。 

 高速バスや電車などに町の政策や観光案内などの目を引くラッピングや車内吊り

のような宣伝をお考えになってはいかがでしょうか。今後の計画として予算を検討

されているのであれば、その金額なども含め、ご回答をお願いいたします。 

 一問一答方式を選択いたしましたので、２回目の質問からは自席で行います。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、質問事項１、東庄町の広報活動について、質問要旨１、高速バスへの

ラッピングを使った町の宣伝を考えているかについてお答えいたします。 

 議員がおっしゃるように、近隣市町村の名前が掲げられた魅力を宣伝する高速バ

スを目にしたことがあります。ラッピングバスは企業広告やイベントプロモーショ

ンなどの目的でバス全体にデザインやメッセージを印刷した特殊なフィルムで覆わ

れたバスとなっており、屋外広告物となります。バス会社に問合せしましたところ、

１台当たり製作費が９０万円から１００万円となり、１年間の広告料は更に７７万

円から１００万円と、こちらは走る路線で違うようです。もちろんフルラッピング
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ではなくバスの印刷フィルムの張る面積や場所によって価格は違いますが、安価で

はありません。 

 費用対効果について検証する方法が難しいことからも、事業については十分考え

る必要があると思っております。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 各バス会社さんにリサーチしていただいたようですね。バス１台についてもそれ

なりの金額がかかるようです。 

 どうでしょう、東庄町は来年７０周年を迎えます。何か町の皆さんの心に残るこ

とを考えておいでですか。町内のおめでたい式典もよいのですが、記念のバスラッ

ピング、もしくは電車車両のラッピングというのを企画されてはいかがでしょう。

テレビに取材をされれば、東庄町、何か聞いたことあるよねというぐらいまでは知

名度が上がるかもしれません。もちろん東京方面に対してのコマーシャルですが、

ラッピングバスやラッピング電車を走らせるというのであれば、当町に停車するも

のにしていただければ、町民の皆さんの気持ちも上がるのではないでしょうか。い

かがですか。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ただいまのご質問にお答えします。 

 先程、バスについて申し上げましたが、電車においても調べましたところ、中央

総武線１０両１編成の車両に１２週間の広告で８５０万円となり、それ以上のラッ

ピングとなると高額が予想されます。 

 また、車内の広告として、中吊り広告や様々な広告がありますが、よくあるＢ３

の横型のもので、製作費を入れずに１ヶ月の掲示期間のみで千葉駅より東側エリア、

内房線や外房線であれば１６万円から、総武線や総武本線は５５万円からとなって

いるようです。金額の幅は路線だけでなく、もちろん掲示される車両数によっても

価格が変わります。 
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 先程、議員より７０周年を迎えるにあたりとありましたが、１０年前の６０周年

の際にはＪＲ千葉駅より東側エリアの中吊り広告を「いちご狩り観光誘致」として

１月下旬から１ヶ月間、車両内４５０ヶ所に１６万８，０００円で観光協会が掲示

しております。 

 また、各方面に問い合わせた結果、高速バスや電車への広告掲示車両は、どちら

の場合もその市町村内を走るというのではなく、広告として掲出市町村からは離れ

た場所を走ることから、町民の方が目にすることは少ないようです。議員がおっし

ゃる当町に停車するものにすれば、町民の皆さんの気持ちも上がるのではという意

図では、他の市町村ではないようであります。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 今回、私が伺っているのは、東庄町の宣伝です。東庄町にとっては多額の出費に

なり得る上に、観光客や移住定住の方が増えたのか、その結果、その効果が確認す

るのが難しいということで、二の足を踏んでいるといったところでしょうか。 

 そもそもラッピングで伝えたい東庄町の推せる内容、観光の目玉や、先んじた子

育て政策、移住者の受入れ体制といったコマーシャルが打てる材料がないのではな

いですか。 

 コロナ禍から脱したというのに、観光イベントは縮小の一途をたどっているよう

に見受けられます。例えば、公民館まつりは毎年変わり映えのない内容ですし、行

きたいという気持ちを沸き立たせる新しい試みがないですよね。つつじまつりのイ

ベントは中止になっています。イベント広場は何のイベントも行われていない。こ

じゅりんマラソン大会も距離を長くして、町外のアスリートの方に積極的に参加し

ていただくといった前年より面白くしようとか、大勢の町内外の方が注目するよう

なイベントにしようとか、そんな考えを持って宣伝していますか。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ただいまのご質問にお答えします。 
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 観光やイベントの分野は、常に広告や宣伝することが必要だと私も思います。子

育て政策や移住者の受入れ体制については、事業内容や補助金などをホームページ

やパンフレットなど情報伝達手段を用いて、多数の方が目にするような、またター

ゲットに届くようなＰＲをすることが必要だと考えます。 

 今回、７０周年をよき機会と捉えて、町の宣伝広告と情報発信をしていきたいと

思います。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 分かりました。東庄町に目が行くような観光の目玉を作っていきましょうよ。大

きな災害もない、大きな事件もない、でも行ってみたいと思う魅力もないのでは人

は増えません。新しい発想やアイデアをひねり出してください。町内外のいろいろ

な方とタッグを組み、今までやったことがないイベントや観光の目玉を生み出して

くれることを期待しています。これを軸にバスや電車のラッピングを施し、町をも

っと宣伝してください。 

 質問要旨２、町のホームページについて独自の工夫はあるか。 

 この質問については、ホームページのデザイン云々や掲載内容のレイアウトの順

番を問いたいのではありません。ご存知のように、働き盛りの５０代より下の世代

の方は、全てではありませんが、誰かに聞いたり相談するより先に検索エンジンを

使って自身の知りたいことをリサーチされています。 

 例えば、「子育てに良い町のホームページ」とスマートフォンやパソコンで検索

すると子育てによい人気のまちランキングなるものを押さえて、対岸の神栖市のホ

ームページが一発目に画面に出てきました。こんなふうに町の政策内容で検索をか

けたら東庄町が最初に出てくるようになればよいのですが、日本全国の１，７１８

市町村のてっぺんを目指すというのはなかなか至難の業です。 

 でも、東庄町も負けない政策を打ってきているではないですか。子育て政策や移

住定住の施策は他の市町村にも負けない内容ですし、健診や高齢者対策も充実して

います。そこにプラスして、日本中の誰かに刺さるような独特の特集を組んでいる

などのホームページを検索してみようと思う工夫をしていますか。されていればそ
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の取組内容も教えてください。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ホームページの掲載につきましては、新しい情報が出る度に更新するようにして

おります。 

 また、本町独自の特集の１つとしては、ドローンパークの国際ドローン協会と連

携して水稲の農薬散布など、ドローンを活用した様々な事業を全国でも先駆けて行

っておりますので、ホームページでも東庄町としてドローンの特集を組んでおりま

す。 

 町のホームページを検索してみようと思っていただける取組としましては、広報

や各種パンフレット等の紙面に二次元コードを掲載したり、ＬＩＮＥにあるリンク

メニューから町のホームページに直接移行出来る設定にしており、町のホームペー

ジを簡単に見ていただけるように努めております。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 企業のホームページにしても個人事業主のホームページにしても、多くの人に見

てもらうための努力は並々ならないものがあると思います。自治体のホームページ

も努力は必要です。対価を払って検索上位にされているホームページもあるとは思

いますが、創意工夫でのし上がったホームページもあります。今伺った内容は、努

力をしていないとは申しませんが、足りているとも思いません。ホームページでも

新しい試み、新しい挑戦が必要と感じますが、いかがですか。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ご質問のありましたホームページでも新しい試み、新しい挑戦が必要と感じるか

についてですが、常に情報の発信や更新は必要だと思っております。ＩＴ関係には

スキルを持った職員が必要なため会計年度任用職員を雇用し、過去の掲載について



－29－ 

も見直し、一目で分かるよう、視認性を上げております。ホームページ本来の目的

である情報量を増やし、充実させていくものと考えます。そして、ホームページを

より多くの方に見ていただくツールとして、ソーシャルネットワークサービス（Ｓ

ＮＳ）を活用しております。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 分かりました。期待しています。 

 続きまして、質問要旨３、ＳＮＳを活用したＰＲ活動の方向性は、方向性はもち

ろん観光客や移住者を増やしたいという目的のためかとは存じますが、それ以外の

可能性や方向性があれば是非お聞かせください。 

 まず、１１月１日から始められたばかりのインスタグラムの現在のフォロワー数

と目標フォロワー数を教えてください。自治体のインスタグラムのフォロワー数は、

１万人を超えると大成功と聞いたのですが、その辺りの意気込みも伺いたいです。

他の市町村のフォロワー数や内容を目標や参考にされていれば教えてください。 

 現時点で１ヶ月と少しですが、インスタの内容が広報に載せる内容とほぼ一緒の

ように見えました。ちょっともったいないように思うのですが、その辺りの新企画

などもあれば教えてください。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ＳＮＳは、観光客や移住者など、町外の方へ発信するだけでなく、町民へのいち

早いお知らせや町の魅力を再発見していただくなど、目的や使い方はＳＮＳと一口

に言っても、それぞれの用途によるところだと思っております。 

 町のインスタグラムは１１月１日からアカウントを開始したばかりですが、１１

月３日のふれあいまつりに来場者へフォローや拡散の依頼を行い、現在のフォロワ

ー数は２０２人と、１ヶ月で２００人を超えております。目標フォロワー数は、近

隣の観光ＰＲの先進事例である銚子市の２万人を、かなり高い目標ではありますが、

目指し、地域の知名度と魅力向上を図ります。 
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 インスタグラムの特徴としては、町からの発信だけでなく、フォロワーの皆様方

から情報を投稿していただくという利便もありますので、例えば、東庄町の飲食店

を回り、「＃今日のランチ」を紹介したりしております。店名や住所を載せて、閲

覧者が興味を持っていただいたお店に行きやすいように努めております。 

 また、週に３日から４日、インスタグラムを上げております。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 まだ始めたばかりのインスタグラムで日々フォロワーが増えているのは理解しま

した。このツールの特性を生かし、町民の皆さんと一体化した宣伝活動を推し進め

ていくのですね。まずは１年、様子を見ます。楽しみです。 

 次に、２０１２年からスタートしている旧Ｔｗｉｔｔｅｒ、現在のＸ、コジュリ

ンくんのつぶやきについてフォロワー数と効果を教えてください。 

 特にコジュリンくんのつぶやきの内容が、私個人の感想ですが、ワンパターンで

はないかなと思いました。１０年以上の間ずっと１人の方が担当しているわけでは

ないと思います。たまに面白いと思うつぶやきもありますが、申し送りされたあり

きたりの内容をなぞるだけではない、新鮮で斬新でピュアな感性をコジュリンくん

で発信出来るとよいのではないでしょうか。 

 例えば、「コジュっす、見つけたよ」などと言いながら東庄の野鳥仲間を紹介す

るとか、町で飼われているペット達と触れ合った感想をつぶやくとか、害獣問題や

外来生物の脅威を吐露するとか、親水公園のホタルと喋ってきたとか、人ではない、

鳥型のゆるくないキャラクターを生かしたツッコミつぶやきなどはいかがでしょう

か。イベント紹介や特産物紹介も続けていただきたいのですが、今までとは違う視

点の町の魅力発信なるものを今後考えてみてはいかがですか。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 コジュリンくんのＸアカウントは２０１２年から町の観光協会が運営しており、

現在のフォロワー数は１，８６２人です。Ｘの効果については、町外の方に向けて
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観光情報やイベント情報を発信し、ＰＲを行うことにより、町に来ていただくきっ

かけとなることだと考えております。 

 町民の方への効果としては、町のニュースや行政情報をタイムリーに提供するこ

とにより、町民の方が必要な情報をいち早く得ることが出来るようになると考えて

おります。 

 ご質問のありましたコジュリンくんのつぶやきがワンパターンではないか、今ま

でと違う視点の町の魅力発信なるものを考えているかについてでございますが、議

員がおっしゃるとおり、コジュリンくんのつぶやき内容は役場職員が考えており、

前例等を参考に作成するため、どうしても斬新な表現は少なくなっているかと思い

ますので、今後、魅力的な発信が出来るよう、検討をしてまいります。 

 私からは以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 Ｘはあくまでもコジュリンくん目線の面白トークがよいのであって、町のニュー

スや行政情報に固執しすぎなくてもよろしいのではないでしょうか。 

 確かにコジュリンくんのＸを見て知り得たニュースもあるかもしれませんが、そ

れらの内容はホームページやＬＩＮＥなどで十分伝えようとしているのではないで

しょうか。使い分けが重要と考えます。 

 次に、東庄町のＬＩＮＥアカウントについてもお伺いいたします。 

 私自身は、ＬＩＮＥ友達になったのが今年の４月でしたが、これはもっと前から

スタートしていたのでしょうか。いつも町内外の注意喚起をＬＩＮＥで受け取って

います。地震、火事などの災害情報や防犯の呼びかけ、行方不明者の捜索やそれら

の結果など、またＬＩＮＥから広報とうのしょうがスマートフォンで見られ、町の

ホームページにも連携している、本当に助かっております。今や８０代の方々もＬ

ＩＮＥを使いこなしている方が増えていると聞きますが、東庄町での普及率はどの

くらいなのでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 
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 ただいまのご質問にお答えします。 

 町で公式ＬＩＮＥは２０１１年１１月からスタートいたしました。現在の登録者

数は１，１１６人であり、町外にお住まいの方も登録されていると考えられますの

で、普及率として考えるのは難しい面もありますが、１１月１日時点の住民基本台

帳の人口、１２，６４１人で見ますと８．８パーセントとなると思われます。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 ＬＩＮＥが一番古くから使われているとは知りませんでした。１３年経っている

のですね。それでも８．８パーセントは少ないように思うのですが、友達登録を町

内の皆さんにおすすめしていますか。おすすめしているのでしたら、どのような方

法をされているのかお聞かせください。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 令和４年１０月にホームページを大きくリニューアルいたしましたので、その際

にホームページとＬＩＮＥとの連携をするようになりました。また、その際には新

規ＬＩＮＥ登録者へのプレゼント企画等を実施したことなどもあります。現在は、

町の広報とうのしょうにＬＩＮＥの二次元コードを印字し、登録を促しております。 

 しかし、議員がおっしゃるように８．８パーセントは少ないと思っております。

役場窓口にＱＲコードを記載したパネルを設置し、ご来場いただいた皆様に、様々

な年代の方に登録いただけるよう工夫をしております。 

 以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 是非よろしくお願いいたします。これまでお聞きしたインスタグラム、Ｘ、ＬＩ

ＮＥを活用したＰＲ活動について、先程申し上げたように、使い分けが重要かと思

います。この三つ、これからどのように進めていこうかとお考えですか。使い分け
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をお聞きします。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 ご質問のありましたインスタグラムは、特徴である画像や動画を見る、投稿する

に特化しておりますし、インスタ映えという言葉をよく耳にすると思います。また、

ユーザー同士で共有出来る利点があります。今後、インスタグラムでの写真展など

も考えていきたいと思っております。 

 続いて、Ⅹ、旧Ｔｗｉｔｔｅｒは、最も拡散力があり、リアルタイム性が高く、

今を表現するのに適しております。テキストの文字数は１４０文字と制限はありま

すが、文章に直接外部サイトのＵＲＬリンクを張ることが出来ますので、町のホー

ムページへの誘導がしやすいなどの利点があります。先程申し上げましたように魅

力的な発信が出来るよう検討してまいります。 

 ＬＩＮＥは、情報を町から一方的に発信しておりますが、比較的ユーザーには分

かりやすい仕様となっております。今後も防災無線で聞き取りづらい内容を町から

の放送で文字として表示するなど、カバーいたします。今後も町内外のイベントで

登録をＰＲしていきたいと思っております。 

 また、どれもアンケートの機能なども搭載されておりますので、使っていきたい

と考えております。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ３番、前田君江君。 

３番（前田君江君） 

 分かりました。インスタやＸの発信を楽しみにしてくださる方が増えること、そ

れが東庄町に目を向けていただく一歩になると思います。町の観光課担当の方やＳ

ＮＳ担当の方、その他の町職員の多くの方が意見を出し合って、町民の皆さんを巻

き込んで町をＰＲしていけるとよいと思います。今の状況では、宣伝に消極的に感

じます。もっとグイグイ東庄をアピールしていきましょう。今の時代、古希を迎え

た７０代はめちゃくちゃ元気ですよね。７０歳を迎える東庄町の新しいものへの挑

戦を応援します。これらのＳＮＳ利用で東庄町に活気をもたらしてくれることを期
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待し、質問を終わりにします。 

議長（板寺正範君） 

 以上で前田君江君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 ４番、岩井です。よろしくお願いいたします。 

 午前中の女性陣３人に引き続き、紅一点ならぬ黒一点ということで、頑張ってま

いりたいと思います。 

 今年も残すところあと３週間となりました。年々１年が早くなるなと感じます。

この議場内においては、一番恐らく若いであろう私が言うのもおかしいかもしれま

せんけれども、私は今３２歳なので、１年は３２分の１になります。同じ１年でも

小学１年生にとっては７分の１、様々体験するにしても、子供の頃というのは何も

かもが新鮮、初めてだったりするわけです。ということで、我々大人よりも子供達

は密度の濃い１年を過ごし、また１年が長く感じるようです。思い返してみると確

かにそうだなと思います。ということは、大人が思っている以上に子供達が１年を

どう過ごすかというのは重要であるということになります。 

 １年３６５日、この中で何を経験し、どんな先生と出会い、どう成長出来るか、

まさに一年一年の積み重ねが子供達の未来に直結し、可能性を広げていくわけです。 

 これには、まず私達大人がしっかりしなければなりません。私は、書道という分

野で子供達、そして保護者の方々と長らく交流をしております。そんな中で、やは

り東庄町には小中学校がそれぞれ１校なのだから、まさに学校イコール町であると、

そういった認識をしている保護者の方の意見をよく耳にします。まさに町全体で子

供達の生活環境や学習環境を整備し、成長を後押しせねばなりません。 

 ということで、まずは生活環境に関連するところで、質問事項１、小学生の安心



－35－ 

安全を守る取組ということでお尋ねいたします。 

 要旨１は、小学校周辺の道路環境についてです。 

 小学校と公民館の間に横断歩道を設置してほしいという声が、区長会を初め以前

から様々あると聞きますが、設置に至らない理由はあるのでしょうか、改めてお聞

かせください。 

 なお、一問一答形式で進めてまいりますので、以降は自席から失礼いたします。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 町公民館駐車場出入口から東庄小学校側へ直接渡る横断歩道増設の要望について、

横断歩道設置基準に関しては警察による交通規制基準というもので定められており、

横断歩道の間隔は市街地においては、概ね１００メートル以上とするとの基準が示

されております。現在、信号がある交差点に横断歩道が設置されており、ここから

町公民館駐車場の出入口までの距離は５９メートルとなっております。こちらにつ

いては香取警察署にも確認をしており、横断歩道の増設については現状不可能と回

答をいただいております。 

 教育委員会としましては、児童の安全確保のため、交通ルールに従い、信号があ

る交差点の横断歩道を利用しての児童の送り迎えをお願いしているところでござい

ます。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 はい、分かりました。ルール上、不可能ということで、つい大人も含めて最短距

離を行こうと横断歩道がないところを渡ってしまいがちですけれども、当たり前の

交通ルールを守るということで、改めて徹底していく必要があるかと思います。 

 学童や公民館利用者、それから送り迎えの際など、子供達の安全を守るために再

度周知してもらった方がよいかと思うのですけれども、何か方法はありませんでし

ょうか、お尋ねします。 
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議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 教育委員会としましては、東庄小学校の保護者に向け、町公民館駐車場の出入口

から横断しないよう文書で周知をすることと併せて、児童にも交通ルールの再周知

を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 ありがとうございます。事故に関しては、注意してしすぎることはないと思いま

すので、よろしくお願いいたします。それでも起きてしまうということもあるわけ

ですから。もちろん町民一人一人のモラルや意識も重要になってきます。子供達の

お手本となれるような大人にならなければいけないと私自身も感じるところであり

ます。 

 もう一つ、道路環境ということで、スクールゾーンに関してですけれども、東庄

小学校が実施した第一回学校評価アンケートの中で、通学時のスクールゾーンが安

全ではないと、そういった声があったということです。 

 実際に、対象の時間帯にも関わらず通行許可証なしに通ったり、警察から注意を

受けている方もいると聞いております。通学時の子供達に車が突っ込んで事故にな

るケースは、残念ながらニュースでも後を絶ちません。もちろん現状でも道路標識

でスクールゾーンであるということは示していることは分かっております。が、万

が一ということもありますので、その万が一があってはならない問題ですから、保

護者の方達も心配なのだと思います。 

 こういった意見や現状に対して、町としてのご見解をお聞かせください。 

 また、対策として何か出来ないものでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
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 東庄小学校北側道路のスクールゾーンについては、交通規制となるため、香取警

察署の管轄となっております。本箇所は、過去に東庄町通学路安全推進会議で対策

を依頼していたところであり、香取警察署に取り締まりなど、対策の依頼をさせて

いただいた経緯があります。 

 教育委員会としましては、今回の質問を受け、再度香取警察署に対策の依頼をさ

せていただくことと併せて注意喚起の看板を更新し、交通安全の推進に努めていき

たいと思っております。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 再度、香取警察署の方に依頼をしていただけるとのこと、それから注意喚起の看

板を更新していただけるとのこと、ありがとうございます。 

 こうした町の真摯な対応は、保護者の方々、ひいては子供達にも伝わると思いま

す。なかなか違反してる車に対して一般の方が何か注意したりとか、そういったこ

とは出来ないと思いますので、是非警察の皆様のお力をお借り出来れば幸いだと思

っております。 

 次に、質問要旨の２ですけれども、児童保護者の駐車スペースのことについてお

尋ねいたします。 

 これは特に行事がある時の話ですけれども、学校が統合してから度々保護者の方

からのご意見として、学校近くに駐車スペースをもっと設けられないのかと、そう

いった声をお聞きします。これは物理的な問題なので、スペースがない以上、どう

こう出来る問題ではありませんけれども、まずは現状をお聞かせください。 

 また、公民館や役場の駐車場は原則駐車禁止なのか、併せてお答え願います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 まず、駐車スペースについては、東庄小学校の行事の予定が決まり次第、東庄小

学校から町に駐車スペースの確保について申請していただきます。それに基づき、
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小学校から近い駐車スペースを確保しております。具体的には、町民体育館駐車場、

水防倉庫駐車場、町公民館北側駐車場、東庄町スポーツ広場、グリーン歯科裏の広

場となります。 

 行事の規模や予約状況により全ての駐車スペースを確保出来るとは限りませんが、

十分な駐車場の確保に努めております。今年度行われた行事でもスポーツ広場やグ

リーン歯科裏の広場は満車となっていないことは確認してございます。保護者の皆

様については、時間に余裕を持った行動をお願いいたします。 

 また、役場の駐車場については、平日は来庁者のための駐車場として確保してお

りますので、申し訳ございませんが、役場の駐車場には駐車しないよう、引き続き

ご協力をお願いいたします。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 ありがとうございます。満車になっていないところも割とあるということで確認

いたしました。であれば、多少距離があるところもありますけれども、何とか時間

早めに来ていただくなど、保護者の皆様にもご協力をいただくしかないのかなと思

います。 

 ちなみにですけれども、役場駐車場に関しては、閉庁日についてはいかがでしょ

うか。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 小学校の行事が役場の閉庁日に行われる場合は、役場駐車場も駐車スペースとし

て利用することが出来ます。よろしくお願いいたします。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 
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 ありがとうございます。閉庁日も駄目と言われてしまうとどうしたものかと思っ

ていたんですけれども、役場が休みの際は使ってもよいとのことで安心いたしまし

た。この場を借りて保護者の皆様には、町の実情をご理解いただきまして、ご協力

をお願いしたいと思っております。 

 では次に、質問事項の２、小中学生の学力に関してということで、質問要旨１、

全国学力・学習状況調査の分析がどうなっているのかをお尋ねいたします。そもそ

も、全国学力・学習状況調査の目的ですけれども、文科省はこのように定めていま

す。「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の

学力や学習状況を把握・分析し、教育政策の成果と課題を検証し、その改善を図る。」 

 それから、「学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役

立てる。」「そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを

確立する。」とあります。 

 令和６年度の東庄町教育施策でも、本年度の重点として、「全国学力状況調査の

結果を分析し、学力の向上を図る。」とあります。また、指導主事制度を生かし、

学力向上を旨とすることも書いてあります。統合から５年が経とうとしています。

子供達や保護者の皆様も、統合後の体制に慣れた方も多いのではないかと思います。

また、学校環境を見ても、支援員の方がたくさんいます。支援員さんは、支援が必

要とされる子供達への補助を担われているようですけれども、それはやり方によっ

ては、クラス全体によい影響を及ぼすと考えています。指導主事制度も生かしなが

ら、この全国学力・学習状況調査を活用すべきと考えますが、現状はどのようにな

っているでしょうか。 

 どう分析して、どのように活用しているのか、具体的に教えていただければと思

います。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 まず、学力について、その定義を述べさせていただきます。 

 学校教育法第３０条第２項に、一つ、基礎的な知識及び技能を習得させる、一つ、

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力、その他の
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能力を育む、一つ、主体的に学習に取り組む態度を養うと規定されており、これを

学力と定義しております。 

 全国学力・学習調査の目的は、ただいま議員からお話をいただいたとおりで、「児

童生徒の学力や学習状況を把握・分析と課題の検証と改善」にあります。 

 教育委員会としましても、本町指導主事と小・中学校の学力向上を担当する教職

員等が集まり、分析と改善点について研修を行いました。また、各学校においては

校内学力向上推進委員会を開き、全国学力・学習状況調査の分析結果の確認と改善

策の検討を進め、職員会議等で情報の共有をしております。更に、当該学年におい

ては各個人の個票と「全国学力・学習状況調査の考察と今後の取組」と題するプリ

ントを作成し、当該保護者宛てに配付したところです。 

 学力の向上は教員の指導力に負うところが多く、「主体的・対話的で深い学び」

を実現するための指導力向上が求められています。そこで、千葉県教育委員会が推

奨する「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラムを活用した事業改善

をしたり、千葉県北総教育事務所指導主事等を招聘し、専門的な立場から各教員の

授業への指導と助言をいただいているところです。今後も教員の指導力向上による

授業改善を進め、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて指導してまいりま

す。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 ありがとうございます。研修や様々な対策をしているとのことですけれども、そ

の上で学力向上や学習環境の改善に向けて、内容的な部分で具体策があれば教えて

ください。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 学習環境の改善に向けての具体的な対策としましては、先程の答弁と重複すると

ころもありますが、一つ、学校に配置した電子黒板の活用やノートパソコンを活用
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した授業展開、一つ、デジタル教科書を活用し視覚的に捉えやすい資料の活用、一

つ、主体的・対話的で深い学びの視点での授業改善、一つ、漢字・計算の問題を定

期的に行うチャレンジタイムの実施、一つ、発達段階に応じ家庭学習カードを用い

た家庭学習の習慣化を図る取組、一つ、図書まつりや読み聞かせ、読書クイズなど、

読書活動の推進など様々な取組を行っていくこととしております。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 デジタル機器を用いたＩＣＴ教育というのは、これから鍵になってくるかと思い

ます。以前の質問でも触れさせていただきましたけれども、デジタル機器を取り入

れたことによる効果の検証や児童生徒、先生方の実感など、もし調査しているもの

があれば教えてください。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 小中学校の教職員にＩＣＴ機器を導入する前と比較して、その効果を聞いたとこ

ろ、次のような感想が上がってきております。 

 一つ、耳だけの情報や文字からの情報が入りづらい児童にも視覚的に資料を提示

することで、ユニバーサルデザインを意識した授業を展開することが出来、授業の

幅が格段に広がった。 

 一つ、人前で発表することが苦手な子にとって、ＩＣＴ機器を活用することで、

自分の意見や考えをタブレットを通してみんなに伝えることができ、それぞれの考

えを共有することで、思考を深めることが出来ている。 

 一つ、電子黒板については、画面が大きくて見やすいので、資料を拡大提示した

り、画面上で直接操作出来るので、子供達の興味や関心を引き出す手立てとして大

変役立っているなど、ＩＣＴ機器は、現場の教職員にとって、子供達の学習意欲を

引き出す重要なツールとなっております。 

 以上で答弁を終わります。 
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議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 効果が実感出来ているということで、ひとまず安心いたしました。ですが、この

ＩＣＴ教育の効果というものは、まだまだ伸び代があるように思います。と同時に、

マイナス面もあります。ですから、今後も様々な検証を重ねて、効果的にＩＣＴ教

育を進めていただければと思います。先生方のご努力にも感謝したいと思います。 

 次に、質問要旨２、小学生の考える力を育む取組についてお聞きいたします。 

 第１回学校評価アンケートの結果を見ると、「よく考える子」という項目、いわ

ゆる知力の知の部分が他の項目と比べて肯定度が低かったようです。これはあくま

で保護者の方からの目線ということですので、もしかしたら現場の先生方や生徒達

の考えとは意見の差があるかもしれません。しかしながら、これからの時代、自ら

の考える力や好奇心を持つことは特に大事になってくるように思います。これは学

校の勉強だけではなく、社会教育なども影響してきます。 

 我が町は、大人の生涯学習に関しては充実しているように思いますけれども、子

供達を対象にしたものはまだまだ少ないと感じます。子供達の興味関心を引き出し

て、ひいては考える力につながるような取組をもっと充実させることは出来ないの

か伺いたいと思います。 

議長（板寺正範君） 

 生涯学習担当課長、郡伸明君。 

生涯学習担当課長（郡 伸明君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 学力の向上は、学校教育だけで身につくものではありません。家庭教育・学校教

育・社会教育の中で育まれます。いわゆる生涯学習はそれら三つの教育を包括する

教育の姿として捉えられます。 

 また、学校教育法第３１条にも「児童の体験的な学習活動、特にボランティア活

動など社会奉仕体験活動、自然体験活動、その他の体験活動の充実に努めるものと

する。この場合において、社会教育関係団体、その他の関係団体及び関係機関との

連携」という条文がございます。学校教育と社会教育の連携がうたわれております。

生涯学習係としましては、地域協働本部を設置し、コーディネーターを配置して、
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学校教育と社会教育の連携を進めているところです。 

 一例としまして、５年生の稲作に関する授業では農業委員会と学校を結びつけ、

稲作の授業の指導に当たったり、３年生の東庄町調べでは児童の興味・関心に応じ

た人材をコーディネーターが探し、学校との連携を進めていたりしております。 

 また、町公民館行事としましての講座にも生徒の興味・関心を高めるために、例

えば自然観察会などの講座を設定しております。しかしながら、小中学生向けの講

座は決して多いものではありません。今後は小・中・高校生向けの様々な講座を考

え、生徒の興味・関心を引き出し、強いては考える力が育まれるような学びの場の

提供をしていきたいと思います。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 是非検討だけではなくて、実現するところまで進めていただきたいと思います。

そこで、新たな講座の実現に向けて、どのようなプロセスを経て案を出し、検討に

進めていくのかを伺います。 

 例えば、町民側からの提案というのも選択肢のうちに入るのでしょうか。これも

例えばですけれども、私はこういうスキルを持っているので、子供達にこんな体験

をさせてあげたいとか、そういった感じの提案を選択肢に入れるつもりはあるのか

を伺いたいと思います。 

議長（板寺正範君） 

 生涯学習担当課長、郡伸明君。 

生涯学習担当課長（郡 伸明君） 

 ただいまのご質問についてお答えいたします。 

 児童・生徒向け講座の実現については、講座のパンフレットを配付するなど呼び

かけを行い、自然体験学習や歴史講座等の周知を図ってまいります。しかしながら、

中学生は、土日を含めて学校部活動が実施されており、なかなか時間が取れず、講

座を開設しても参加者が少ないという現状があります。 

 新たな生徒の講座の実現に向けては、部活動の地域展開が進められている中、東

庄町でも東庄町地域部活動検討委員会を設置し、その在り方等について検討をして
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おります。そして、土日における地域クラブの活動が活発に行われるよう町内のス

ポーツ団体・文化団体に呼びかけを行っているところです。現在、１２の団体から

賛同をいただき、その一覧表が出来ました。この一覧表を生徒等に配付し、地域ク

ラブに参加出来るよう働きかけを行ってまいります。 

 また、児童における放課後子ども教室の講座の増設をしたり、長期休業中や土日

における講座等を開設したりしていく予定です。今後も様々な団体に広報活動を行

い、児童生徒が多くの体験学習が出来るよう生涯学習の充実を図ってまいります。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 １２もの団体から賛同を得て、一覧表まで出来ているということで、着々と進め

られているようでよかったです。保護者の方々の安心にもつながると思います。講

座への参加者が少ないというのはちょっと残念ですけれども、アナウンスの方法や

講座の魅力を上げるなど、是非お願いしていきたいと思います。 

 この質問事項の最後に改めて申し上げたいのは、学力ばかりが教育ではないとい

う大前提に立って質問をさせていただいているということです。がしかし、ある程

度学力というものが保障されないまま成長していくと自分を卑下する子供達が増え

てきます。すると可能性を自ら狭めてしまいます。こんなにもったいない話はない

わけです。私自身、今年度から指導に行っている高校で、生徒と触れ合う中、自己

肯定感を失っている子供達が多いと感じます。ＡＩの進歩というのも拍車をかけて

いる場合があります。自分なんてと自らに低い評価を下してしまう子供が少しでも

少なくなればいいなと思っております。 

 子供達は自らの頑張り次第で、なれないものはないと言えるくらいの可能性を秘

めています。もちろんこれは学校や教育委員会などの力だけではどうにもなりませ

ん。家庭教育というものや、いわゆるしつけといったところも大きいわけです。ま

さに三位一体となって子供達を育て上げていく、そんな気持ちで町も動いていただ

きたいと思います。 

 様々な経験が出来る場を提供し、学力に関しても今より少しでも向上出来るよう

に教育長のリーダーシップのもと進めていただけることを期待します。 
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 加えて、先程の前田議員の質問ではありませんけれども、ホームページでの教育

に関する発信がちょっと弱いのかなと感じます。今の保護者世代は若い方も多いで

す。きっとホームページの発信を頼りにしている方も多いと思いますので、いざ調

べた時に不安にさせる内容では逆効果にもなりかねませんので、出来る限り公開出

来るものは公開し、きちんと説明を添えた上で発信をして、安心して子育てが出来

るような工夫をしていただければと思います。 

 それでは次に、質問事項の３、小中学生の運動環境についてということで、要旨

の１、中学校グラウンドの整備に関してお尋ねいたします。 

 率直に中学校のグラウンドをもう少し手入れをしてほしい、整備をしてほしいと

いう声を聞きますが、整備に向けての計画は現在あるのでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 東庄中学校のグラウンドの整備については、中学校からもグラウンド内の凹凸の

解消や砂入れといった整備の要望が出ているところです。 

 教育委員会としましては、生徒達の運動環境を整えるべく、現地を確認した上で

検討を始めており、その予算確保に動いているところであります。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 これはまとまった予算のかかることですから簡単ではないと思いますけれども、

１校しかない中学校であり、町の未来を担う子供達のためですので、是非前へ進め

てほしいと切に願います。整備が進めば生徒のモチベーションアップにつながり、

パフォーマンスの向上にもつながります。小学生にとっても、例えば、陸上大会や

マラソン大会など、中学校のグラウンドを利用して今後更に使っていける可能性も

広がるかもしれませんので、是非よろしくお願いいたします。 

 次に、質問事項の４、放課後等デイサービスについてをお尋ねいたします。 

 要旨の１ですけれども、高まる需要にどう対応していくのかお聞きいたします。



－46－ 

そもそもですけれども、放課後等デイサービスというのは、障害のある子供や発達

に特性のある子供達をサポートする。施設の一つです。 

 全国的に見ても、この放課後デイの需要が高まっています。私のもとにも、東庄

町にそういった施設が欲しいという声が寄せられております。また、近隣の市町の

放課後等デイサービスの空きもなくなってきており、新規に受付をしてもらえない

という現実もあるようです。 

 私も以前の一般質問で、発達障害やグレーゾーンの子供達の現状について調査い

たしました。やはり当事者のご家族の悩みというのは、一言では言い表せないもの

がありました。町に放課後等デイサービスがないために、町外にお子さんを送り迎

えしなければならない、そういった負担を少しでも軽減出来ればいいなと思ってい

るところです。もし町の方針や財政的な状況から、新たに建物を新設することが難

しいのであれば、空き施設を利用して事業者を募るといったことは出来ないのでし

ょうか。 

 例えば、規模は大きくなくても、放課後等デイサービスを望む方々にとっては大

きな希望になると思いますが、いかがでしょうか。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、質問事項の４番目の放課後等デイサービスについて、質問要旨１の高

まる需要にどう応えるかについてお答えいたします。 

 議員がおっしゃられるように、放課後等デイサービスは町内になく、町外の事業

所を子供達が利用している状況に不便を感じていることから、町内に設置してもら

えないかとのご要望を、いろいろな場面で伺っております。 

 令和６年１０月現在、放課後等デイサービスを利用している子供は１３名おりま

して、近隣市町の事業所を利用しております。 

 このような状況を受け、町でも放課後等デイサービスを町内に設置出来ないか、

東庄町自立支援協議会療育検討会の中で、議員から質問がありました事業者を募る

ことを含め検討を行っております。 

 しかしながら、近隣事業所では人員等の問題により、設置は難しいとの回答があ

りました。 
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 療育検討会の委員より、県外で大きく事業を展開している事業所に相談してみて

はどうかと提案され、町からその事業所へ東庄町の現状を説明し、相談したところ、

東庄町で放課後等デイサービスの事業を行うことを快諾していただきました。 

 現在、事業を行う場所を検討しており、新たに建築するには経費や時間を要する

ため、町の空き公共施設を活用し、早期に事業を実施出来るよう検討しております。 

 私からの答弁は、以上です。 

議長（板寺正範君） 

 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 快諾していただけた事業所があるということで、これはとても町にとっては大き

な一歩なのかなと思います。そこで、町の空き公共施設は、幾つかあるかと思いま

す。どういった観点で場所を検討していますでしょうか。広さや学校からの距離な

ど、そういったところでしょうか。また、検討段階では明言出来ないかもしれませ

んけれども、現時点で候補は出ているのか、併せてお尋ねいたします。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの設備に関する基準によると、放課後

等デイサービスは、様々な障害のある子供が安全に安心して過ごすことが出来るよ

うバリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々の子供の障害の特性に応じた工夫が

必要であるため、発達支援室の他、昼食が取れる空間、静かな遊びの出来る空間、

休息出来る静養空間などを確保することが必要となっています。 

 町には空き公共施設は幾つかございますが、放課後等デイサービス事業を行うた

めのこのような要件を満たしている施設は限られてきます。そのようなことから、

条件に合うような施設を活用した放課後等デイサービスの設置に向け、具体的な候

補地は明言出来ませんが、現在、早期に設置出来るよう検討しているところでござ

います。 

 私からの答弁は、以上です。 

議長（板寺正範君） 
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 ４番、岩井弘晃君。 

４番（岩井弘晃君） 

 ありがとうございます。選択肢が少ないということは、裏を返せばスピード感を

持って出来る可能性もあると、そういったふうに取ることも出来るわけです。是非

実現に向けて確実に進めていただければと思います。 

 需要に関して は、今後も増すように思います。 

 というわけで、放課後等デイサービスが我が町に出来れば、それは町の教育委員

会の大きな前進となるはずです。教育課の皆さんとも是非うまく連携をしていただ

きまして、一人でも多くの子供達がよりよい環境で成長出来るよう、今以上に力を

注いでいただければ幸いです。 

 私の方でも全力で協力していきたいと思っております。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（板寺正範君） 

 以上で岩井弘晃君の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わりといたします。 

 次に、日程第６、同意第４号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、同意第４号、固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由

を申し上げます。 

 現在、委員としてお願いをしております清水満氏の任期が令和７年２月１９日で

満了となります。適任者でありますので、引き続き委員としてお願いをいたしたく、

提案させていただいた次第であります。 

 ご審議の上、ご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 
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 提案理由の説明が終わりました。 

 ここでお諮りします。 

 ただいま議題となりました同意第４号については、正規の手続きを省略して、直

ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから同意第４号、委員の選任についてを採決します。 

 本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第４号は同意することに決定しました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時５０分からとします。 

（午後 １時４０分 休憩） 

（午後 １時５０分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第７、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて令和６年度東庄町

一般会計補正予算（第４号）、日程第８、承認第６号、専決処分の承認を求めるこ

とについて令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第３号）以

上、２案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、承認第５号及び承認第６号、専決処分の承認を求めることについての

提案理由を申し上げます。 
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 承認第５号は、令和６年度東庄町一般会計補正予算（第４号）の専決処分につい

て承認を求めるもので、衆議院議員総選挙が急遽実施をされたため、予算を編成し

たものであります。 

 補正内容ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，００８万円

を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億９，８０８万６，０００

円としております。 

 承認第６号は、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第３

号）の専決処分について承認を求めるもので、利用者の増加に伴い、時間外・休日

勤務手当等の人件費が増加したため増額補正したものであります。 

 補正内容ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７万円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４８８万１，０００円としており

ます。 

 両案件とも議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９

条第１項の規定によりまして、１０月８日に専決処分させていただいたものであり

ます。同条第３項の規定により承認を求めるものであります。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、承認くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 承認第５号、専決処分の承認を求めることについての内容説明を申し上げます。 

 これは、先程、町長の提案理由にもありましたとおり、急遽、衆議院が解散され

たことにより衆議院議員総選挙が１０月２７日に施行されることに伴い、令和６年

度一般会計において経費の補正が必要となり、議会を招集する時間的余裕がなかっ

たため、１０月８日に専決処分したものでございます。 

 それでは、歳出から申し上げますので議案書の９ページをお願いいたします。 

 ２款・総務費、４項・選挙費に３目・衆議院議員総選挙費を新たに設け、報酬や

職員手当等の人件費や消耗品等の需用費、郵送料等の役務費等の必要経費を計１，

００８万円計上いたしました。 

 続きまして、歳入について申し上げます。８ページをお願いいたします。 
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 １６款・県支出金、３項１目・総務費、委託金８４４万円は、国会議員の選挙等

の執行経費の基準に関する法律に基づき交付される予定のものです。 

 なお、歳入が歳出に不足する分１６４万円につきましては、２０款・繰越金より

前年度繰越金を補正いたします。 

 以上で、承認第５号、専決処分による令和６年度東庄町一般会計補正予算（第４

号）の説明を終わらせていただきます。 

 ご審議の上、承認くださいますよう、お願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、承認第６号、専決処分の承認を求めることについての内容のご説明を

申し上げます。 

 令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第３号）につきまし

て１０月８日に専決処分を行いましたので、承認を求めるものでございます。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・事業費９７万円の増額補正は、１項１目・一般管理費、３節・職員手当等

について訪問件数の増加に伴い、時間外勤務、休日勤務が増加したため、人件費に

ついて増額補正をするものでございます。 

 以上の結果、歳出補正額は９７万円の増額、歳出合計で３，４８８万１，０００

円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 １款・事業収入９７万円の増額については、訪問件数の増加に伴い、１目・居宅

介護サービス費収入が増加するため、歳出補正で計上した人件費の増額分について

増額するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は９７万円の増額、歳入合計で３，４８８万１，０００

円となります。 

 以上で専決処分による訪問看護ステーション特別会計補正予算（第３号）の説明

を終わらせていただきます。 
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 よろしくご審議の上、承認くださいますよう、お願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて令和６年度東庄町一

般会計補正予算（第４号）を採決します。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、承認第５号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 次に、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて、令和６年度東庄町訪

問看護ステーション特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、承認第６号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 日程第９、承認第７号、専決処分の承認を求めることについて、損害賠償の額の

決定及び和解についてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 



－53－ 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、承認第７号、専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し

上げます。 

 本案件は、損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について承認を求め

るものであります。 

 処分の内容は、令和６年６月１１日に発生した職員の交通事故について、相手方

と和解し、損害賠償の額について決定したものでございます。 

 議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、１１月５日に専決処分とさせていただきましたので、同条第３項の規

定により承認を求めるものでございます。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、承認

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、承認第７号、損害賠償の額の決定及び和解についての内容を申し上げ

ます。 

 議案書２４ページをお願いいたします。 

 先程の町長の提案理由にもございましたが、処分の内容は、令和６年６月１１日

に発生した職員の交通事故について相手方と和解し、損害賠償の額について決定し

たものでございます。 

 事故の概要でございますが、令和６年６月１１日、当町職員が運転する公用車で

香取市阿玉川地先において対向車と衝突する交通事故を起こしました。その際、事

故現場に隣接する相手方所有の事業所のフェンス、車両、エアコン室外機、事務所

壁にも衝突し、損害を与えております。本案件の処分は、この損害に対するもので

ございます。 

 当該事故につきましては、２５ページの和解条項の内容で和解し、当該事故にか
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かる損害賠償の額を決定したものでございます。 

 議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、令和６年１１月５日に専決処分とさせていただきましたので、同条第

３項の規定により承認を求めるものでございます。 

 今後このような交通事故が発生しないよう、職員の適正なる安全運転管理に努め

てまいる所存でございます。 

 ご審議の上、承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 承認第７号、専決処分の承認を求めることについて、損害賠償の額の決定及び和

解についてを採決します。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、承認第７号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 日程第１０、議案第３８号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについてから日程第１２、議案第４０号、東庄町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いてまで、以上３案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 
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（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第３８号、第３９号及び第４０号

の提案理由を申し上げます。 

 職員の給与は、地方公務員法により生計費や国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めなければならないとされており

ます。国におきましては、令和６年度の人事院勧告に基づき、月例給与及び期末勤

勉手当の引上げ等が閣議決定をされております。 

 千葉県におきましても、千葉県人事委員会勧告に基づき、国と同様の給与改定案

が現在県議会に提案されているところであります。これを受けまして、本町におき

ましても、国県に準じた給与改定を実施するため、関係する条例について所要の改

正を行うものでございます。 

 議案第３８号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、一般職員の給料表及び期末勤勉手当の改定を、議案第３９号、特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして

は、常勤の特別職の期末手当の改定を、議案第４０号、東庄町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、会計年度任

用職員の給料表の改定が主な内容となっております。 

 以上３議案につきまして提案理由を申し上げましたが、ご審議の上、可決くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第３８号、第３９号及び第４０号の内容を説明いたします。 

 町長の提案理由にもありましたように、国県に準じた給与改定を行うため、関係

条例を改正するものでございます。 

 初めに、議案第３８号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条
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例の改正内容についてご説明いたします。 

 議案書の２７ページをお願いいたします。 

 初めに、本改正条例の全体構成を説明いたします。この改正条例は２条立てにな

っており、各条文とも同一の条例を改正するものとなっております。これは一つの

条例を施行期日を分けて改正する必要があるため、２条建てに分けたものとなって

おります。 

 続いて、改正内容についてご説明いたします。参考資料の１ページから４ページ

の新旧対照表及び別紙の改正概要をご覧ください。 

 なお、新旧対照表につきましては、給料表の記載については省略させていただい

ておりますので、ご了解をお願いいたします。 

 それでは、別紙の改正概要に沿ってご説明いたします。 

 今回の改正の主な趣旨といたしましては、民間給与との較差是正を図るため、国

の人事院勧告及び千葉県の人事委員会勧告に準じて、給料及び職員手当を引上げ改

定するものでございます。 

 改正内容の１点目は、給料月額の引上げ改定を行うものでございます。 

 給料表につきましては、議案書の２７ページから５７ページに改正後の給料表を

掲載しておりますが、各種給料表を引上げ改定するものでございます。 

 行政職給料表（一）について申し上げますと、初任給を高校卒で２万３，６００

円、大学卒で２万３，２００円引き上げる他、若年層に重点を置いて全ての級・号

級について引き上げをいたします。 

 また、その他の給料表につきましても、行政職給料表（一）との均衡を考慮して

引き上げいたします。 

 なお、平均改定率は３．０４％となります。 

 ２点目は、期末勤勉手当の支給割合の引上げでございます。 

 民間の支給割合と見合うよう、年間の支給割合を０．１月分引き上げるもので、

年間４．５月分の支給割合を４．６月分に引き上げるものでございます。 

 この引上げ分は、期末手当と勤勉手当のそれぞれに０．０５月分を上乗せし、合

計として０．１月分を引き上げいたします。 

 また、（１）の表にありますとおり、令和６年度につきましては、１２月期に０．

１月分を上乗せし、令和７年度以降につきましては、６月期と１２月期の平準化を
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図るため、各期別のそれぞれに０．０５月分を上乗せして、合計０．１月分を引き

上げております。 

 なお、再任用職員についても同様に引き上げとなりますが、支給割合は０．０５

月分の引上げとなっております。 

 また、会計年度任用職員につきましては、表（１）の再任用職員以外の職員に準

ずる規定としていることから、０．１月分の引上げとなります。 

 ３点目に、改定の時期につきましては、給料表については令和６年４月１日に遡

及して適用いたします。 

 期末勤勉手当については、令和６年１２月期から適用いたしますが、先程説明し

たとおり、令和７年度以降の支給割合については、令和７年４月１日から適用いた

します。 

 議案第３８号についての説明は以上でございます。 

 続きまして、議案第３９号、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の改正内容について説明いたします。 

 議案書６０ページをお願いいたします。また、併せて参考資料５ページ及び別紙

の３ページをご覧ください。別紙３ページの改正概要に沿って説明いたします。 

 改正の内容といたしましては、特別職の期末手当の支給割合の改定でございます。

現状、常勤の特別職の期末手当の支給割合につきましては、一般職の期末手当及び

勤勉手当の合計の支給割合と同率としているところでございます。 

 先程ご説明しました一般職の期末勤勉手当の０．１月分の支給割合の引上げに合

わせて、特別職の期末勤勉手当においても０．１月分の引上げを行う内容であり、

令和６年１２月期の支給分から適用するものでございます。 

 なお、改正条例第２条では、一般職と同様に令和７年４月以降において、年０．

１月分の引上げを６月期と１２月期で平準化するため、６月期と１２月期、それぞ

れで０．０５月分を引き上げる改定をしております。 

 議案第３９号についての説明は以上でございます。 

 続きまして、議案第４０号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の改正内容について説明いたします。 

 議案書６２ページをお願いいたします。 

 議案第４０号は、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一
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部を改正するものでございます。 

 改正内容といたしましては、東庄町会計年度任用職員の給料表の改定を行うもの

でございます。 

 会計年度任用職員の給料表につきましては、同一労働同一賃金の原則から、一般

職の職員の給料表を基礎としております。 

 議案第３８号でご説明いたしました一般職の職員の給料表の改正に伴い会計年度

任用職員の給料表についても同様に改正をするものでございます。 

 なお、改定の実施時期につきましても、一般職の職員の給与条例と同様に、令和

６年４月１日に遡及して適用をいたします。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第３８号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１３、議案第４１号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４１号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること

についての提案理由を申し上げます。 

 今回の改正は、令和７年１月より、印鑑登録証の様式変更をされることに伴う所

要の改正及び印鑑証明書を申請する際の手続きについて改正を行うものでございま

す。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 
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 それでは、議案第４１号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例の内容について

ご説明申し上げます。恐れ入りますが、参考資料２０ページの新旧対照表をご覧い

ただきたいと思います。 

 初めに、第６条第３項の改正についてご説明いたします。 

 令和７年１月より、現在使用しています印鑑登録証をカード式の登録証へ変更い

たします。 

 なお、この改正につきましては、別途、施行規則の改正により行われるものとな

ります。 

 改正後は、印鑑登録証に交付記録欄を設けないことより、第６条第３項に規定し

ます再交付申請事由から交付記録欄満了による事由を削除する改正となっておりま

す。 

 次に、第１３条第１項の改正についてご説明いたします。 

 印鑑登録証明の申請を行う際、窓口申請では印鑑登録証を添えて申請する取扱い

を行っております。 

 現在、コンビニでの申請においては、印鑑登録証を使用せず、個人番号カードを

使用して申請出来ることから、窓口においても証明書を申請する際に、印鑑登録証

を忘れた場合であっても、本人が来庁し、かつ規則で定める書類、こちらは個人番

号カードを規定しておりますけれども、こちらを提示することにより、特例として

証明の申請が出来る規定を追加する改正となっております。 

 続きまして、附則の説明を申し上げます。議案書の７８ページをお願いいたしま

す。 

 この条例は、令和７年１月１日から施行するものとなっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。議案第４１号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例

を制定するについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１４、議案第４２号、東庄町過疎地域持続的発展計画の変更についてを議

題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４２号、東庄町過疎地域持続的発展計画の変更について提案理

由を申し上げます。 

 本計画につきましては、令和３年９月定例会で議決をいただいた計画でございま

すが、事業内容に変更が生じたため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法第８条第１０項において準用する同条第１項の規定によりまして、議会の議決

をいただきたく提案させていただくものでございます。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 議案第４２号、東庄町過疎地域持続的発展計画の変更について内容の説明を申し
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上げます。 

 町長の提案理由にもありましたとおり、過疎地域持続的発展計画の事業内容に変

更が生じました。このため、千葉県と協議を行い、８月１３日付で事前協議が、８

月２０日付で正式協議が終了しております。今回、過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法の規定に基づき議会の議決をいただくものでございます。 

 それでは、参考資料及び別冊の過疎地域持続的発展計画により説明をさせていた

だきますので、参考資料２１ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 左端、区分には、別冊の過疎地域持続的発展計画のページを記載してございます。 

 最初に、１、基本的な事項、（４）地域の持続的発展の基本方針、②個性を生か

したにぎわいづくり(産業・移住定住)の中で令和５年４月１日に施行された農業経

営基盤強化促進法の一部改正により、人・農地プランが法的化され、市町村が地域

計画を策定することとなったため、人・農地プランを地域計画に修正いたしました。 

 次に、１２ページからの２、移住・定住地域間交流の促進、人材育成、（１）現

状と問題点、イ、地域間交流、人材育成について、当町ではＩＣＴ等の技術を活用

した人材が不足している現状であり、町の新しい産業を支えるものとしてＩＣＴを

使いこなす人材の確保が急務であることを本文中の文言に追加します。 

 次に、参考資料を１枚めくっていただいて、区分１２ページから１３ページにか

けてのウ、人材育成について、過疎地域持続的発展支援事業制度におけるドローン

操縦技術を含めたＩＣＴ活用人材の育成及びドローンに対する地域の住民理解の取

組を検討することを本文中の文言に追加します。 

 次に、１３ページの（３）計画、事業計画（令和３年度～令和７年度）の事業内

容について、先程申し上げましたドローン操縦技術を含めたＩＣＴ活用人材の育成

及びドローンに対する地域の住民理解の取組を検討することを過疎地域発展支援事

業により行うため、人材育成の内容に過疎地域持続的発展支援事業を追加します。 

 次に、１５ページにございます、３、産業の振興、（２）その対策、ア、農林水

産業の振興について、農産物を活用出来る拠点の整備について検討するを整備を推

進するに修正し、また、人・農地プランを地域計画に修正します。 

 参考資料２４ページをお開きください。 

 区分１６ページでございます。エ、観光の振興について、新宿地先の国道３５６

号バイパス沿いに新設する公園整備のため、公園の新規整備などを通じた、の文言
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を追加いたします。 

 次に、１７ページにございます（３）計画、事業計画（令和３年度～令和７年度）

の事業内容について、産業の振興事業の内容に変更が生じたことにより、本文中の

表に記載される文言の追加を行います。 

 次に、２２ページから２５ページにかけての５、交通施設の整備、交通手段の確

保、（３）計画、事業計画（令和３年度～令和７年度）の事業内容について、市町

村道、道路の内容に変更が生じたことにより、本文中の表に記載されている町道の

追加、修正を行います。 

 参考資料を１枚めくっていただいて、続きまして２７ページから２８ページにか

けての６、生活環境の整備、（１）現状と問題点、ウ、消防・防災について、災害

時においては被災状況の確認、安全な避難経路の確認、支援物資の輸送、情報伝達

の補助、罹災証明書の迅速な発行等が求められていることを本文中の文言に追加し

ます。 

 次に、区分２９ページにドローンを活用した災害対策の文言を追加します。 

 次に、６、生活環境の整備、（３）計画、事業計画（令和３年度～令和７年度）

の事業内容について、３０ページの防災防犯の内容に、先程申し上げましたドロー

ンを活用した災害対応を行うため、過疎地域持続的発展支援事業を追加します。 

 参考資料をもう一度めくっていただいて、参考資料２８ページになります。 

 次に、区分３２ページの７、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進、（１）現状と問題点、イ、高齢者福祉について、高齢者単身世帯、高齢

者夫婦世帯では移動手段が限られることから買い物等に不便を来たす方が増加して

いることを本文中の文言に追加いたします。 

 次に、区分３５ページにドローンを活用した買い物代行等支援の文言を追加しま

す。 

 次に、区分３６ページから３７ページにかけての（３）計画、事業計画（令和３

年度～令和７年度）の事業内容について、３７ページ、高齢者・障害者福祉の内容

に先程申し上げたドローンを活用した買い物代行等支援を行うため、過疎地域持続

的発展支援事業を追加します。 

 なお、別冊の過疎地域持続的発展計画は、変更後のとおりとなります。 

 また、令和３年９月策定後、３度の変更は軽微な変更でありましたので、議決を
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要しない変更となっております。 

 以上で東庄町過疎地域持続的発展計画の変更についての説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。議案第４２号、東庄町過疎地域持続的発展計画の変更

についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１５、議案第４３号、町道路線の廃止について、日程第１６、議案第４４

号、町道路線の認定について、以上２案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４３号、町道路線の廃止について及び議案第４４号、町道路線

の認定についてを一括して提案理由を申し上げます。 
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 両案の内容は、国県道の供用開始に伴い必要となった町道路線の廃止、そして認

定について提案させていただくものでございます。 

 議案第４３号、町道路線の廃止については、国道３５６号バイパスの供用開始に

伴う町道路線の廃止でございます。 

 議案第４４号、町道路線の認定につきましては、国道３５６号バイパス及び一般

県道下総橘停車場東城線バイパス、通称北ルートの供用開始に伴う町道路線の認定

でございます。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、議案第４３号、町道路線の廃止について、議案第４４号、町道路線の

認定についてを一括して議案内容の説明を申し上げます。 

 最初に、議案第４３号、町道路線の廃止についてでございます。議案書の８１ペ

ージをお願いいたします。 

 町道１０９０号線、延長約５１６メートルの町道の廃止でございます。 

 ８２ページの廃止路線図をご覧ください。 

 緑色に表示された路線が今回廃止しようとする町道１０９０号線です。これは千

葉県が施工しました一般国道３５６号バイパスに伴い、認定している町道の一部が

バイパスとなったため、町道１０９０号線を一旦認定廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第４４号、町道路線の認定について説明をいたします。８４ペ

ージをお願いいたします。 

 これは一般国道３５６号バイパスの機能補償として、千葉県が整備したバイパス

の南側に並行に走る側道をバイパスの供用開始に伴い、千葉県から東庄町へ移管す

るものが３路線、廃止した町道を新たに認定するものが１路線、北ルートの関係で

１路線、合計５路線、総延長約７，２８９メートルを新たに認定するものでありま

す。 

 認定路線図に赤色で着色表示した路線が今回町道として認定しようとするもので

ございます。 
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 ８６ページをお願いいたします。 

 香取市境から一般県道旭笹川線までの約１，３６３メートルの側道を町道１０９

８号線に認定するものです。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 笹川閘門橋付近から菰敷橋北側の農道までの側道約２，１４４メートルを町道１

０９９号線に認定するものです。 

 ８８ページの認定路線図をお願いいたします。 

 黒部川新橋左岸付近から菰敷橋北側の農道までの側道約１，５４４メートルを町

道１１００号線に認定するものです。認定路線図の下側にある町道１１０１号線に

ついては、先程説明しました町道１０９０号線がバイパスの一部になったため一旦

廃止して再び認定するものであります。延長は約４７１メートルとなります。 

 戻りまして、８５ページの認定路線図をお願いいたします。 

 国道と県道の石出地先の交差点からエービンの交差点前までの一般県道下総橘停

車場東城線の一部、延長約１，７６５メートルを町道０１０８号線として認定する

ものです。 

 この県道については、現在、千葉県香取土木事務所が一般県道下総橘駅停車場東

城線、通称北ルートの整備を進めておりますが、北ルートの全区間の供用開始後に

千葉県から東庄町へ移管を受けることになっております。千葉県の事務処理要領に

より、県道等を市町村に移管する場合は移管前に町道に認定する必要があるため、

今回認定するものであります。 

 なお、県から町へ移管が済むまでは、当面、県道と町道の両方で認定されること

になり、県道の認定が外れるまでは、県が今までどおり県道として管理をいたしま

す。 

 以上で議案第４３号及び第４４号の内容の説明を終わりにします。ご審議の上、

可決くださいますよう、お願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第４３号、町道路線の廃止についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号、町道路線の認定についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１７、議案第４５号、財産の取得について（追認）を議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第４５号、財産の取得について提案理由を申し上げます。 

 本件は、議会の議決を経ずに行った財産の取得について議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を求める

ものでございます。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。 
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 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、議案第４５号、財産の取得について（追認）についての内容の説明を

申し上げます。 

 他の自治体において、必要な議決を経ずに教師用教科書等を購入していた事実が

報道されたことを受け、教育課で担当する契約を確認したところ、令和６年４月１

日契約の令和６年度教師用教科書、教師用指導書、教師用教材の購入にかかる財産

の取得につきまして、議会の議決を経ずにいたことが判明いたしました。これは４

年に一度行われている教科書の改訂で、令和６年度に小学校の教科書が改訂となり、

そのため教師用の教科書等も改訂後の新しい本で授業を行う必要があることから、

令和６年４月１日契約により購入したものです。 

 取得した財産の内訳は、教師用教科書を５０６冊、教師用指導書５７７冊、指導

用デジタル教科書他２０冊、学習用デジタル教科書ライセンス７３８冊の合計１，

８４１冊、総額９６６万６，２０９円でございます。 

 つきましては、当該財産の取得について議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 ９番、大網正敏君。 

９番（大網正敏君） 

 少しお伺いいたします。財産の取得ということなので、財産ということで、どの

ように処理するのか。そして４年に一遍の交代ということなので、そこら辺はどの

ように今後やるのか、どのようにするのかお伺いします。 

議長（板寺正範君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 まず、財産の取得をした際の手続き関係なのですけれども、こちら公会計マニュ

アル及び耐用年数表には図書に関する記載がないため、図書に関しては物件品扱い

として支出計上となると考えます。また、図書に関しては、公会計にないものです

から、学校法人の会計基準を参考とした場合は、通常、その使用期限が短期間であ

る図書は取得した年度の消費支出物件費として計上します。長期間にわたって保存

使用することが予定される図書は固定資産とします。ただし、この時、図書は償却

資産として取り扱わないものと判断するということになっておりまして、今回の教

科書関係につきましては物件費扱い、消耗品扱いとして償却資産には該当しないと

いうふうな形で捉えております。 

 もう一点、今後の対応です。今後は、当該年度にはあらず、その前年度において

契約行為を行い、前年度の３月の議会において議決を経た後に物品を購入、納入す

るという形を取ってまいりたいと考えております。 

 以上で答弁を終わります。 

９番（大網正敏君） 

 了解しました。 

議長（板寺正範君） 

 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。議案第４５号、財産の取得について（追認）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後３時５分からとします。 

（午後 ２時５５分 休憩） 

（午後 ３時０５分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１８、議案第４６号、令和６年度東庄町一般会計補正予算（第５号）から

日程第２３、議案第５１号、令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）ま

で、以上、６案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第４６号から議案第５１号まで、

一般会計の他、特別会計４件、企業会計１件の補正予算につきまして提案理由を申

し上げます。 

 最初に、議案第４６号、令和６年度東庄町一般会計補正予算（第５号）の提案理

由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２６万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億９，８３４万６，０００円とするものでござ

います。 

 この他、第２条で債務負担行為の追加及び変更について規定をしております。 

 主な補正内容でございますが、先程議案第３８号から第４０号において可決をい

ただきました一般職、特別職、会計年度任用職員の給与改定などによる増額を行っ

ております。また、時間外手当について各款の増額補正を行っております。 

 総務関係では、ふるさと納税の増収見込みに伴い、受入れに必要となる記念品等

の委託料を増額補正しております。 
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 民生関係では、自立支援給付費を初めとした障害者関係の扶助費や制度改正に伴

う児童手当について増額補正をしております。 

 農林水産関係では、水路に繁茂した特定外来生物の駆除費用への補助金について

新規計上をしております。 

 教育関係では、中学校の教師用図書の購入費用や物価高騰に伴う給食材料費につ

いて増額補正をしております。 

 歳入につきましては、国県補助金、そして寄附金等を補正し、歳出に不足する分

につきましては、繰越金を補正しております。 

 続いて、議案第４７号、令和６年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３３４万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億４３万５，０００円とするもの

でございます。 

 この補正につきましては、保険給付費の増額、給与改定に伴う人件費等の増額並

びに保険基盤安定繰入金の減額等を盛り込むものでございます。 

 続いて、議案第４８号、令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９９万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，４０８万１，０００円とするもの

でございます。 

 この補正につきましては、保険基盤安定負担金の減額を盛り込むものでございま

す。 

 続いて、議案第４９号、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予

算（第４号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５９７万３，０００円とするものでご

ざいます。 

 主な内容につきましては、歳出において職員の給与改定に伴う人件費の増額補正

をするものでございます。 

 財源といたしましては、一般会計繰入金をもって充てるものでございます。 
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 続いて、議案第５０号、令和６年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８５万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億１，６５１万５，０００円とするも

のでございます。 

 主な補正の内容でございますが、歳出で介護給付費と人件費等の増額補正をする

ものでございます。財源といたしましては、主に繰越金と一般会計繰入金をもって

充てるものでございます。 

 続いて、議案第５１号、令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）の提

案理由を申し上げます。 

 この補正は予算第３条に定めた収益的支出の補正でございます。営業費用に７５

万円を追加し、事業費用総額で４億３，２２１万５，０００円にするものでござい

ます。 

 この補正につきましては、漏水調査に対する委託費と給与改定に伴う増額補正を

するものでございます。また、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用す

ることの出来ない経費につきましては、職員給与費を１５万円増額し、２，７３９

万６，０００円とするものでございます。 

 以上、議案第４６号から議案第５１号までの提案理由を申し上げました。詳細に

つきましては各課長、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、令和６年度東庄町一般会計補正予算（第５号）の内容について説明さ

せていただきます。 

 歳出予算から申し上げますので、議案書の９９ページをお願いいたします。 

 まず、人件費全般についてご説明いたします。先程、町長の提案理由にもござい

ましたように、議案第３８号から第４０号において可決いただきました一般職、特

別職、会計年度任用職員の給与改定などにより、１款から９款までの１節・報酬、

２節・給与、３節・職員手当等、４節・共済費について増額補正しております。 
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 その内容について、１節・報酬及び９節・給与では合計２，３３７万１，０００

円の増、３節・職員手当等では合計１，２５２万８，０００円の増、４節・共済費

では合計２６９万６，０００円の増となります。 

 このうち時間外勤務手当は給与改定の遡及適用や台風の災害対応、事務繁忙など

に伴い、当初見込みより増加したことから１２０万円を増額補正しております。 

 なお、以降は、ただいま申し上げました人件費以外の補正内容について説明させ

ていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、２款・総務費から説明させていただきます。 

 ２款・総務費、１項１目・一般管理費の１０節・町制施行記念事業２６万円。こ

ちらは町制施行７０周年記念事業費として、周知用の横断幕などの費用を新規計上

しております。 

 ５目・企画費の１１節・ふるさと納税納付手数料１０万円及びふるさと納税記念

品等委託料５００万円。こちらは、ふるさと納税の増収見込みに伴い、ふるさと納

税の受入れに当たり必要となる経費を増額補正するものです。ふるさと納税は、今

年度の収入見込みとして、対当初予算で１，０００万円増の合計２，３００万円を

見込んでおります。 

 １００ページをお願いいたします。 

 次に、２項２目・賦課徴収費の１２節・申告事務補助委託料７２万４，０００円。

こちらは税務申告事務において税務職員１０名中８名が申告事務に当たり窓口業務

が手薄になることから、申告時期の窓口業務のサービス向上及び業務環境の改善の

ため、派遣職員１名により事務委託を行うものであります。 

 次に、３項１目・戸籍住民基本台帳費の合計２１８万４，０００円。先程の人件

費の説明と一部重複いたしますが、令和６年１２月からのマイナ保険証の利用開始

に伴うマイナンバーカード交付事務に係る会計年度任用職員の２名の増員費用とな

ります。こちらは国庫補助対象事業となります。 

 １０１ページに移りまして、３款・民生費、１項１目・社会福祉総務費の１９節・

扶助費の合計２，１０７万９，０００円。自立支援給付費を初めとした障害者関係

の扶助費について受給者やサービス利用の増により増額補正するものです。事業費

の一部に国県の負担金が措置されております。 

 ２７節・繰出金の合計４１９万円。国保、訪問看護、介護保険特別会計への繰出
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金で、先程申し上げました給与改定に伴う繰出金や被保険者数確定による基盤安定

関係の繰出金の補正となります。このうち基盤安定関係の繰出金の一部に国県の負

担金の措置がございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ３目・後期高齢者医療事務取扱費のうち、１８節・千葉県後期高齢者医療広域連

合共通経費負担金マイナス９４万７，０００円。令和５年度負担金の精算に伴う減

額補正となります。 

 ２７節・繰出金マイナス２９９万２，０００円。後期高齢者医療特別会計につい

て、被保険者数確定に伴う基盤安定関係の繰出金の減額補正となり、財源の県負担

金についても減額となります。 

 ２項２目・児童措置費の１９節・児童手当９１０万５，０００円は、児童手当の

制度改正に伴う支給額の増額補正となります。こちらは、国交付金が措置されてお

ります。 

 ２２節・償還金利子及び割引料の合計１２４万８，０００円。こちらは過年度に

実施された給付金などの精算に伴う返還金となります。 

 １ページ飛ばしまして１０４ページをお願いします。 

 ５款・農林水産業費、１項５目・農地費、１８節・多面的機能支払交付金２３万

９，０００円。こちらは農地法面や農道路面維持などに対する交付金となり、実施

面積の増などによる増額補正となります。県による一部補助金がございます。 

 同節・国営造成施設県管理費負担金２０万６，０００円。新川排水機場の電気設

備老朽化による修繕工事に伴い、負担金を増額補正するものです。 

 同節・外来水生植物防除事業補助金５０万２，０００円。新規事業費として菰敷

区、新宿区境の水路に繁茂している特定外来生物のナガエツルノゲイトウ駆除費へ

の補助金となります。こちらも県による一部補助金がございます。 

 １０５ページをお願いします。 

 ９款・教育費、１項２目・事務局費の１４節・通学路防犯灯設置補修工事費５０

万円。防犯灯補修工事や町内一斉点検の実施などにより工事費が不足することから

増額補正するものです。 

 １０６ページをお願いします。 

 ３項・中学校費、１目・学校管理費の１０節・教師用図書３８０万６，０００円。
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令和７年度教科書改訂に伴う教師用指導書やデジタル教材６７件の購入費用です。

例年は当初予算により４月当初に購入しておりましたが、教科書改訂による標準期

間確保のため、また１１月に改訂単価が判明したことにより増額補正するものです。 

 １０７ページをお願いします。 

 ５項１目・社会教育総務費、１０節・電気料４１万円。憩いの里を含む旧橘小学

校の電気料が当初見込みより不足することから増額補正するものです。 

 次に、２目・公民館費の合計２３万円。新規事業としまして、来年３月に町制施

行７０周年記念事業として町公民館において平忠常と東庄をテーマに歴史シンポジ

ウムを実施するための経費を増額補正するものです。 

 １０８ページをお願いします。 

 ４目・文化財保護費、１３節・車両借上料２８万円。こちらは埋蔵文化財包蔵地

内の土木工事などに伴う調査のため、建設車両借上料です。調査の増額等に対応す

るため増額補正するものであります。 

 次に、６項１目・保健体育総務費、１節・スポーツ推進委員報酬５２万円。スポ

ーツ関連行事や会議数などの増加により増額補正するものです。 

 ３目・学校給食費、１０節・給食材料費７１３万５，０００円。物価高騰に伴い、

給食材料費が不足することから増額補正するものです。４月から１１月までの給食

材料費は、当初予算見込みとの比較で、率にして約１３％増加していることから、

不足額について増額補正いたします。 

 次に、１２款・諸支出金、１項１目・基金費の２４節・東庄ふるさと応援基金積

立金１，０００万円。こちらも先程２款・総務費でご説明しましたふるさと納税の

１，０００万円の増額見込みに伴う積立金の歳出補正となります。 

 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが議案書の９７ページをお願いい

たします。 

 初めに、１５款・国庫支出金、１項１目１節・障害児者福祉費負担金の合計９４

６万円。歳出補正で申し上げました民生費、障害者関連の扶助費に対する国庫負担

金となります。 

 ３節・児童手当国庫負担金１，０５６万３，０００円。歳出補正で申し上げまし

た民生費、児童手当に対する交付金となります。 

 ４節・国民健康保険基盤安定負担金６０万１，０００円。歳出補正で申し上げま
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した民生費、国保特別会計の繰出金に対する国庫負担金となります。 

 次に、２項１目１節・マイナンバーカード交付事務費補助金１９４万８，０００

円。歳出補正で申し上げました総務費、マイナンバーカード交付事務に係る経費へ

の補助金となります。 

 続きまして、１６款・県支出金、１項２目１節・障害児者福祉費負担金４７３万

円。こちらは先程１５款で申し上げました同名の国庫負担金と同様の県負担金とな

ります。 

 ４節・国民健康保険基盤安定負担金マイナス８６万９，０００円及び５節・後期

高齢者医療保険基盤安定制度負担金マイナス２２４万４，０００円。歳出補正で申

し上げました特別会計への繰出金に対する県負担金で、被保険者数の確定による減

額補正となります。 

 ２項２目３節・重度心身障害者医療給付改善事業補助金１０８万１，０００円。

歳出補正で申し上げました民生費、重度心身障害者医療費に対する補助金となりま

す。 

 ４目５節・農地費補助金の合計５１万３，０００円。歳出補正で申し上げました

農林水産業費の同名事業に対する補助金となります。 

 続きまして、１８款・寄附金、１項２目１節・指定寄附金のうちふるさと応援基

金１，０００万円。ふるさと納税の増収見込みによる歳出補正で申し上げました諸

支出金の同名基金への積立をするものであります。 

 同節・指定寄附金として、障害福祉関係で１００万円。有限会社ブライトピック

千葉様から指定寄附をいただいております。こちらは歳出補正のうち民生費で障害

者福祉事業へ充当しております。 

 ９８ページに移りまして、同節・指定寄附、子育て関係で４５万１，０００円。

明治安田生命様から指定寄附をいただいております。こちらは歳出補正の民生費で

子育て関連事業への財源振替を行っております。 

 一つ飛ばしまして、２１款・諸収入、５項３目５節・雑入の雇用保険個人負担分

８，０００円。歳出補正で申し上げました総務費、マイナンバーカード交付事務に

係る会計年度任用職員の雇用保険の個人負担分となります。 

 同節・千葉県後期高齢者医療給付費負担金６９３万６，０００円。こちらは令和

５年度負担金の精算によるものです。 
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 最後に、歳入が歳出に不足する５，６０８万２，０００円につきまして、２０款・

繰越金の前年度繰越金を充当するものです。 

 続いて、９４ページをお願いします。 

 第２条の債務負担行為の補正となります。債務負担行為の補正、追加２件と変更

が１件ございます。 

 まず、追加のうち、ちば電子調達システム提供業務については、県内で共同利用

している電子入札に係るシステム経費となります。次期システムとなる第四期シス

テムに係る債務負担行為の設定で、期間は令和８年５月から令和１３年４月までの

５年間、限度額を１，３１７万４，０００円として債務負担行為を追加設定するも

のです 

 追加の２件目、複合機賃借料は、役場庁舎１階、２階事務室の高速印刷機及び複

写機２台について、複合機２台へ更新するものです。既存機種の契約期間が令和６

年度末までとなることから、入替にかかる準備期間確保のため今年度中に契約が必

要となることから、債務負担行為を追加設定するものです。期間は令和７年度から

令和１１年度までの５年間、限度額を３６３万円とするものであります。 

 ２番の変更、こちらはちば電子調達システム提供業務について、ただいま申し上

げました次期システムの仕様の確定に期間を要したことから、現在使用の第三期シ

ステムの延長契約が必要となったことに伴い、金額及び期間を補正するものです。 

 期間といたしましては、補正前は令和２年度から令和６年度としていたものを令

和８年度まで延長するものです。 

 また、限度額として、補正前は８９７万３，３００円としていたものを１７０万

９，０００円増額し、１，０６８万２，０００円とするものです。 

 以上で一般会計補正予算（第５号）の説明を終わらせていただきます。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、議案第４７号、令和６年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、議案書の１１８ページをお願いいたします。 
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 初めに歳出でございます。 

 １款１項１目・一般管理費、１節・報酬から４節・共済費までは給与改定に伴い

一般職員３名と会計年度任用職員１名の人件費を増額補正するものでございます。 

 ２款・保険給付費、１項１目・一般被保険者療養給付費、２項１目・一般被保険

者高額療養費、次の１１９ページに移りまして、２目・一般被保険者高額介護合算

費、これらの給付費につきましては、１０月までの給付実績に基づき、１年間の給

付額を推計した結果、予算現額を上回る可能性が見込まれるため増額補正するもの

でございます。 

 なお、２款の財源につきましては、歳入、５款の県支出金で全額措置されます。 

 ５款２項１目・特定健康診査等事業費、１２節・委託料並びに１３節・使用料及

び賃借料は特定健診等の受診情報を取扱う健康管理システムが全国的に移行が進め

られています基幹業務システムの標準化によりシステム改修が実施され、システム

事業者との契約内容が変更になったことに伴う費用の増減分となっております。 

 ５款３項１目・保健指導事業費、２節・給料から４節・共済費までは職員４名の

人件費で、給与改定に伴い１款と同様に増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。議案書の１１７ページをお願いします。 

 ５款１項１目１節・普通交付金６，１７３万７，０００円は、歳出、２款の保険

給付費の財源となる県支出金でございます。 

 ７款１項１目・一般会計繰入金、１節・保険基盤安定繰入金、保険税軽減分マイ

ナスの１５５万８，０００円は、低所得者の保険税軽減分を公費で補填する制度に

より、毎年１０月末日現在の軽減額に基づき、繰入額を算定した結果、減額となる

もので、一般会計の財源としては、県４分の３、町の一般財源が４分の１となって

おります。 

 ２節・保険基盤安定繰入金保険者支援分１２０万３，０００円は、主に中間所得

者層の税負担の軽減を目的に所定の割合で算定した結果、繰入額が増額となるもの

で、一般会計の財源は国２分の１、県４分の１、町の一般財源が４分の１となって

おります。 

 １節と２節を合わせた保険基盤安定繰入金の増減は３５万５，０００円の減額と

なります。 

 ３節・職員給与費等繰入金１６０万２，０００円は、歳出における人件費等の増
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減額と連動して一般会計からの繰入額を増額するものでございます。 

 ８款１項１目１節・前年度繰越金３６万５，０００円。こちらは歳出５款の保険

事業費の増額及び歳入７款・保険基盤安定繰入金の減額に伴い、その不足額を補う

ものでございます。 

 続きまして、議案第４８号、令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、議案書の１２７ページをお願いいたします。 

 初めに歳出でございます。 

 ２款１項１目・後期高齢者医療広域連合納付金、１８節・負担金補助及び交付金

マイナス２９９万２，０００円は、町が千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する

保険基盤安定負担金でございます。 

 これは低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する制度により、毎年１０月２０

日現在の保険料軽減額に基づき負担額が算定されるもので、当初予算額に対する差

額の減額となっております。 

 なお、この財源は一般会計からの繰入金となります。 

 続いて、歳入を説明いたしますので議案書の１２６ページをお願いいたします。 

 ３款・繰入金、１項１目・保険基盤安定繰入金マイナス２９９万２，０００円は、

歳出、２款１項１目・後期高齢者医療広域連合納付金の財源となる繰入金の減額分

でございます。一般会計における財源は県支出金が４分の３、町の一般財源が４分

の１となっております。 

 以上で議案第４７号、４８号の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいた

します。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第４９号、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第４号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の１３２ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・事業費１０９万２，０００円の増額補正は、１項１目・一般管理費で、主
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に職員の給与改定に伴う人件費について増額補正をするものでございます。以上の

結果、歳出補正額は１０９万２，０００円の増額、歳出合計で３，５９７万３，０

００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１３１ページをお願いいたしま

す。 

 ２款・繰入金１０９万２，０００円の増額については、歳出補正で計上した人件

費について一般会計繰入金を増額するものでございます。以上の結果、歳入補正額

は１０９万２，０００円の増額、歳入合計で３，５９７万３，０００円となります。 

 以上で令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第４号）の説

明を終わります。 

 続いて、議案第５０号、令和６年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について内容をご説明申し上げます。議案書の１４０ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・総務費、増額補正の１３８万６，０００円は、職員の給与改定等に伴う人

件費の増額補正でございます。 

 次に、２款・保険給付費、増額補正の３００万円は、１項４目・居宅介護福祉用

具購入費、増額補正１５０万円と２項４目・介護予防住宅改修費、増額補正の１５

０万円によるものでございます。サービス利用者が増加したことによる不足分を増

額補正するものでございます。 

 次に、３款・地域支援事業費、増額補正４６万５，０００円は、３項１目・包括

的支援事業費で職員の給与改定によるものでございます。 

 以上の結果、歳出補正額は４８５万１，０００円の増額、歳出合計で１６億１，

６５１万５，０００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１３９ページをお願いいたしま

す。 

 ７款・繰入金１８５万１，０００円の増額補正は、歳出補正で計上した人件費に

ついて一般会計から繰り入れるものでございます。 

 次に、８款・繰越金３００万円の増額補正は、歳出補正で計上した２款・保険給

付費３００万円の財源として繰越金を充当するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は４８５万１，０００円の増額、歳入合計で１６億１，
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６５１万５，０００円となります。 

 以上で令和６年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わりま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、議案第５１号、令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて説明を申し上げます。 

 この補正につきましては、先程町長から提案理由がありましたが、漏水調査を行

うための委託費と給与改定に伴う人件費の増額であります。 

 それでは、議案書の１５１ページをお願いいたします。 

 令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）実施計画内訳書でございます。 

 収益的支出につきまして、第１款・事業費用、１項・営業費用に７５万円を増額

し、事業費用総額４億３，２２１万５，０００円にするものであります。 

 内訳といたしましては、２目・配水及び給水費については、職員などの調査によ

り、夏目、大久保、舟戸地先の間で漏水をしていると思われるため、その区間の漏

水調査を業者に委託するための６０万円の増額補正です。 

 ４目・総係費については、給料改定に伴い人件費を１５万円増額補正するもので

あります。 

 戻りまして、１４７ページをお願いいたします。 

 予定キャッシュフロー計算書でございます。当年度純利益が既決予定額４６０万

７，０００円から７５万円減額となり、３８５万７，０００円となります。 

 次に、１４８ページの下段の下から２行目、資金期首残高ですが、決算によりま

して７，５８２万７，０００円減額し、１２億９，７３１万９，０００円となりま

す。これを合計しますと、資金期末残高では１１億９，６１８万９，０００円とな

る予定でございます。 

 続いて、１４９ページは、給与費の補正後、補正前の明細書となっております。 

 以上で議案第５１号、令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）の説明

を終わりにいたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 
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 ここで暫時休憩とします。再開は午後４時５分からとします。 

（午後 ３時５５分 休憩） 

（午後 ４時０５分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第４６号、令和６年度東庄町一般会計補正予算（第５号）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号、令和６年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号、令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
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号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算

（第４号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号、令和６年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号、令和６年度東庄町水道事業会計補正予算（第１号）を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２４、陳情第１号、訪問介護基本報酬の引き上げと介護報酬の再改定を早

急に求める陳情を議題とします。 

 職員に陳情の朗読をさせます。 
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（事 務 局 朗 読） 

議長（板寺正範君） 

 この陳情は会議規則第９１条第１項の規定によりお手元の付託表のとおり所管の

常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第２５、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。委員会審査等のため１１日及び１２日の２日間は休会としたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、１１日及び１２日の２日間は休会とすることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。１２月１３日の会議は議事の都合により

午後２時３０分に繰り下げて開くことにします。予定の時刻にご参集願います。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ４時１５分 散会） 

 


